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　日
本
の
建
築
は
木
造
で
軸
組
構
造
と
す
る
の
が
特
徴
で
、
山
か
ら
木
を
伐
り
出
し
て
製
材
し
、
所

定
の
部
材
に
加
工
し
（
木
作
り
）
、
同
時
に
基
壇
を
築
い
て
礎
石
を
据
え
、
柱
を
立
て
梁
・
桁
を
組

ん

で

棟を
上
げ
、
屋
根
を
葺
き
、
造
作
を
取
り
付
け
、
壁
を
塗
り
色
を
塗
り
金
具
を
付
け
る
な
ど
し

て完
成
す
る
。

　古
代
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
建
築
工
事
が
ど
の
よ
う
な
工
程
で
進
め
ら
れ
、
完
成
ま
で
ど
の
位

の

工期
が
掛
か
っ
た
の
か
。
工
事
中
に
は
、
工
事
の
進
捗
に
合
わ
せ
て
ど
ん
な
建
築
儀
式
が
行
わ
れ

た
の
か
。
な
か
で
も
、
工
匠
の
儀
式
で
あ
る
木
作
始
め
、
柱
立
て
、
棟
上
げ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
中
世
以
降
と
違
っ
た
の
か
、
同
じ
だ
っ
た
の
か
。

　
以
上
のよ
う
な
建
築
生
産
に
係
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
に
も
と
づ
き
寺
院
や
宮
殿
の
場

合を
考
察
す
る
。
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古
来
、
B
本
の
建
築
は
木
造
の
軸
組
構
造
と
す
る
の
が
常
で
、
木
を
伐
り
出
し
て

製
材
し
、
所
定
の
部
材
に
加
工
し
、
あ
わ
せ
て
基
礎
工
事
を
行
い
、
軸
組
を
組
み
立

て

て

屋
根
を
葺
き
、
造
作
を
取
り
付
け
、
壁
・
塗
装
・
金
具
等
の
雑
工
事
を
行
っ
て

完
成
す
る
。
こ
の
建
築
工
事
が
古
代
で
は
ど
の
よ
う
な
工
程
で
進
め
ら
れ
、
工
期
は

ど
の
位
掛
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
工
程
の
節
目
で
も
あ
る
事
始
・
木
作
始
・
地
鎮
・

立
柱
・
上
棟
・
落
慶
供
養
な
ど
は
古
代
で
も
行
わ
れ
た
の
か
。
な
か
で
も
、
中
世
以

来
工
匠
の
儀
式
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
木
作
始
・
立
柱
・
上
棟
は
ど
の
よ
う
な
内

容
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
典
籍
・
記
録
・
文
書
等
の
文
献
史
料

に
現
わ
れ
る
大
規
模
寺
院
や
宮
殿
の
造
営
工
事
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
工
期
に
つ
い
て
は
陰
暦
で
は
閏
月
が
あ
っ
て
年
月
数
を
正
確
に
示
す
こ
と

が
難
し
い
た
め
、
お
よ
そ
の
数
値
を
示
す
に
と
ど
め
る
。

0
寺
院
の
造
営

　

1
　
法
興
寺
と
山
田
寺

　
飛
鳥
・
奈
良
時
代
で
建
築
工
事
の
工
程
が
分
か
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
蘇
我

馬
子
が
建
て
た
日
本
初
の
本
格
的
寺
院
法
興
寺
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
は
、
「
崇

峻
元
年
（
五
八
八
）
始
め
て
法
興
寺
を
作
る
、
同
五
年
十
月
大
法
興
寺
の
仏
堂
と
歩

廊
を
起
つ
、
推
古
元
年
（
五
九
三
）
正
月
十
五
日
仏
の
舎
利
を
以
て
法
興
寺
の
刹
の

柱
の

礎
の
中
に
置
く
、
十
六
日
刹
の
柱
を
建
つ
、
同
四
年
十
一
月
法
興
寺
造
り
寛
り

ぬ
」
と
記
し
て
い
る
。
五
八
八
年
に
金
堂
等
の
工
事
を
始
め
て
約
四
年
後
に
金
堂
と

回
廊
が
出
来
、
そ
の
あ
と
続
い
て
塔
の
工
事
を
始
め
、
四
年
近
く
か
か
っ
て
伽
藍
全

体
が
完
成
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
木
造
始
・
立
柱
・
上
棟
等
工
程
の
詳
細
は
明
ら
か

で

な
い
が
、
塔
で
は
仏
舎
利
の
納
入
と
心
柱
立
が
工
程
上
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。

　
蘇
我
氏
の
一
族
倉
山
田
石
川
麻
呂
が
建
立
し
た
山
田
寺
に
つ
い
て
は
、
『
上
宮
聖

徳
法
王
帝
説
』
裏
書
に
「
辞
明
十
三
年
（
六
四
一
）
三
月
十
五
日
浄
土
寺
（
山
田
寺
）

を
始
む
、
始
め
て
地
を
平
に
す
る
、
皇
極
二
年
（
六
四
三
）
金
堂
を
立
て
る
、
天
智

二
年
（
六
六
三
）
塔
を
構
え
、
天
武
二
年
（
六
七
三
）
十
二
月
十
六
日
塔
の
心
柱
を

建

て
、
そ
の
柱
の
礎
の
中
に
円
穴
を
作
り
（
中
略
）
舎
利
八
粒
を
納
む
、
同
五
年
四

月
入
日
露
盤
を
上
ぐ
、
同
七
年
十
二
月
四
日
丈
六
の
仏
像
を
鋳
す
、
同
十
四
年
三
月

廿
五
口
仏
眼
を
点
ず
」
と
あ
る
。
敷
地
の
造
成
工
事
を
始
め
て
か
ら
本
尊
仏
像
の
開

眼
ま
で
四
二
年
も
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
金
堂
を
建
て
た
あ
と
大
化
五
年
（
六

四

九
）
三
月
廿
五
日
に
石
川
麻
呂
が
天
皇
勢
に
追
わ
れ
て
自
害
す
る
と
い
う
事
件
が

起
こ
り
、
そ
の
た
め
工
事
が
二
十
数
年
も
中
断
し
た
こ
と
に
よ
る
。
山
田
寺
で
も
ま

ず
金
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
造
成
工
事
を
始
め
て
二
年
後
の
「
金
堂
を
立
つ
」

が

ど
の
段
階
を
指
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
五
年
後
の

六

四
八
年
に
「
始
め
て
僧
が
住
む
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
時
に
は
金
堂
の
み
な
ら
ず

僧
坊
な
ど
も
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
塔
は
工
事
再
開
後
に
建
て
ら
れ
、
心
柱

を
立
て
て
か
ら
二
年
数
カ
月
後
に
相
輪
を
上
げ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
に

は
雑
工
事
を
除
い
て
ほ
ぼ
組
み
上
が
り
瓦
も
葺
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
い

工
程

は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
心
柱
立
と
相
輪
上
げ
が
工
程
上
の
重
要
な
節
目
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
平
安
京
内
外
の
寺
院
に
つ
い
て
、
工
程
や
工
期
が
分
か
る
例
を
み
よ
う

（表
1
参
照
）
。

　

2
　
法
成
寺

　
藤
原
道
長
が
自
邸
京
極
殿
の
東
隣
に
建
て
た
中
河
御
堂
（
無
量
寿
院
）
に
つ
い
て

は
、
『
左
経
記
』
や
『
小
右
記
』
に
よ
っ
て
お
よ
そ
の
工
程
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
七
月
十
六
日
に
丈
六
阿
弥
陀
像
九
体
を
安
置
す
る
十
一
間

堂
の
木
作
が
始
め
ら
れ
、
翌
四
年
正
月
十
四
日
基
壇
を
築
き
池
を
穿
ち
垣
を
築
い
て

十
五

日
に
礎
石
が
据
え
ら
れ
、
十
九
日
に
は
柱
立
上
棟
が
行
わ
れ
た
。
二
月
十
五
日

仏
壇
が
築
か
れ
て
廿
七
日
に
阿
弥
陀
像
九
体
と
観
音
・
勢
至
像
が
仏
壇
に
安
置
さ
れ
、

三

月
廿
二
日
に
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
た
。
『
栄
華
物
語
』
巻
第
十
八
に
み
る
よ
う
な

費
を
尽
く
し
た
桁
行
十
一
間
の
阿
弥
陀
堂
が
着
工
か
ら
八
カ
月
で
竣
工
し
た
の
は
、

2
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国
司
一
人
に
一
間
ず
つ
受
け
持
た
せ
る
と
い
う
、
私
寺
と
し
て
は
お
そ
ら
く
例
の
な

い
や

り
方
で
施
工
し
た
か
ら
で
、
い
か
に
多
く
の
工
匠
や
人
夫
が
動
員
さ
れ
た
か
、

工
事
の
有
様
は
『
栄
華
物
語
』
巻
第
十
五
に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
次
い
で
金
堂
・
五
大
堂
が
建
立
さ
れ
、
治
安
元
年
（
一
〇
二
二
六
月
廿
七
日
立

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

柱
、
七
月
十
五
日
上
棟
、
一
年
後
の
同
二
年
七
月
十
四
日
に
落
慶
供
養
さ
れ
た
。
着

工
の

期
日
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
無
量
寿
院
の
竣
工
に
続
い
て
始
め
ら
れ
た
と
す
れ

ば
、
二
年
数
カ
月
の
工
期
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
に
も
諸
堂
の
工
事
が
行

わ

れ
て

い

て
、
十
斎
堂
と
三
昧
堂
が
寛
仁
四
年
四
月
廿
八
日
に
始
め
ら
れ
（
木
作
始

か
）
、
十
斎
堂
は
九
カ
月
後
の
同
年
閏
十
二
月
廿
七
日
に
供
養
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

治
安
元
年
十
二
月
二
日
に
道
長
の
室
倫
子
が
建
て
た
西
北
院
が
、
同
四
年
六
月
廿
六

日
に
は
薬
師
堂
が
供
養
さ
れ
た
（
『
扶
桑
略
記
』
）
。
釈
迦
堂
と
十
三
間
堂
は
治
安
四
年

四
月
七
日
に
五
重
塔
と
共
に
立
柱
さ
れ
、
三
年
四
カ
月
後
の
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

八
月
廿
二
日
に
供
養
、
長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
八
月
廿
一
日
に
は
東
北
院
が
供
養

さ
れ
た
（
『
扶
桑
略
記
』
）
。
五
重
塔
は
治
安
四
年
の
立
柱
後
長
元
二
年
七
月
廿
三
日
に

心
柱

立
、
同
三
年
十
月
廿
九
日
に
供
養
さ
れ
て
お
り
、
最
初
の
立
柱
か
ら
六
年
半
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

竣
工
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
法
成
寺
の
創
建
伽
藍
は
天
喜
六
年
（
一
〇
五
八
）
二
月
廿
三
日
に
焼
失
し
た
が
、

直
ち
に
再
建
が
図
ら
れ
て
三
月
廿
七
日
に
は
諸
堂
の
基
壇
が
築
き
始
め
ら
れ
た
。
阿

弥
陀
堂
は
六
月
十
五
日
に
木
作
始
が
行
わ
れ
、
十
月
廿
七
日
に
薬
師
堂
・
五
大
堂
と

共

に
上
棟
立
柱
が
あ
り
、
翌
康
平
二
年
十
月
十
二
日
に
五
大
堂
と
一
緒
に
供
養
さ
れ

た
。
壇
を
築
い
て
か
ら
約
一
年
四
カ
月
で
あ
る
。
治
暦
元
年
（
一
〇
六
五
）
十
月
十

八
日
に
は
金
堂
・
薬
師
堂
・
観
音
堂
が
供
養
さ
れ
た
（
『
扶
桑
略
記
』
）
が
、
薬
師
堂
は

七
年
前
に
立
柱
上
棟
さ
れ
て
お
り
、
何
故
に
供
養
が
遅
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
十
月
五
日
に
な
っ
て
東
西
両
三
重
塔
・
講
堂
・
十
斎
堂
・

法
華
堂
が
供
養
さ
れ
た
が
、
東
塔
に
つ
い
て
は
四
年
前
の
承
和
二
年
（
一
〇
七
五
）

八
月
十
四
日
心
柱
立
の
記
録
が
あ
る
。

　
東
西
両
塔
は
永
久
五
年
（
二
一
七
）
一
月
八
日
南
大
門
・
惣
社
と
一
緒
に
焼
失

し
た
が
、
四
棟
は
直
ち
に
再
建
が
図
ら
れ
て
一
月
廿
日
に
事
始
が
行
わ
れ
、
南
大
門

は
早
く
も
同
月
廿
四
日
に
立
柱
上
棟
さ
れ
て
十
一
月
廿
八
日
に
造
り
終
り
、
惣
社
は

七

月
二
日
に
棟
上
が
あ
り
同
月
廿
日
に
遷
宮
が
行
わ
れ
た
。
東
西
両
塔
は
南
大
門
立

柱
上
棟
の
日
に
基
壇
の
修
理
が
始
ま
り
、
翌
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
十
月
二
日
に

心
柱
が
立
て

ら
れ
、
同
二
年
八
月
十
六
日
二
本
目
の
心
柱
が
立
て
ら
れ
た
。
落
慶
供

養
が
行
わ
れ
た
の
は
十
数
年
後
の
天
承
二
年
（
一
二
二
二
）
二
月
廿
八
日
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
く
掛
か
っ
た
の
は
、
造
営
行
事
の
藤
原
為
隆
が
七
八
分
通
り

出
来
た
と
こ
ろ
で
亡
く
な
っ
た
た
め
、
工
事
が
中
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
焼

け
た
塔
と
は
違
っ
て
今
回
は
五
重
塔
で
あ
る
か
ら
、
三
重
塔
よ
り
は
工
期
が
長
く
な

る
の
も
当
然
で
あ
る
。
な
お
、
塔
で
は
焼
け
た
前
身
塔
の
基
壇
を
修
理
し
て
再
用
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
大
門
は
事
始
か
ら
立
柱
上
棟
ま
で
四
日
し
か
な
く
短
す
ぎ
る

が
、
竣
工
ま
で
は
十
カ
月
掛
か
っ
て
い
る
の
で
、
全
体
の
工
期
と
し
て
は
入
脚
門
な

ら
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
惣
社
は
事
始
か
ら
棟
上
ま
で
五
カ
月
余
り
、
あ
と
遷
宮
ま
で

十

八
日
で
、
や
や
短
い
も
の
の
全
体
の
工
期
と
し
て
は
竣
工
可
能
と
思
わ
れ
る
。
た

だ

し
、
南
大
門
と
惣
社
で
は
棟
上
の
意
味
・
内
容
が
違
っ
て
、
南
大
門
は
棟
ま
で
組

み

上

げ
た
の
で
は
な
く
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
惣
社
の
方
は
屋
根
も
葺
き
終
っ
て

竣
工
に

近

い

と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

3
　
六
勝
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
白
河
天
皇
の
御
願
寺
と
し
て
洛
東
白
河
の
地
に
建
立
さ
れ
た
法
勝
寺
で
は
、
承
保

二
年
（
一
〇
七
五
）
六
月
十
三
日
に
事
始
が
あ
り
七
月
十
一
日
木
作
始
が
行
わ
れ
て

十
九

日
に
基
壇
が
築
き
始
め
ら
れ
、
八
月
十
三
日
に
立
柱
上
棟
が
行
わ
れ
た
。
同
四

年
八
月
廿
七
日
金
堂
・
講
堂
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
、
十
二
月
十
八
日
に
は
金
堂
・
講

堂
・
阿
弥
陀
堂
・
五
大
堂
・
法
華
堂
・
南
大
門
、
大
門
・
廻
廊
・
鐘
楼
・
経
蔵
・
僧

坊
等
が
供
養
さ
れ
た
。
木
作
始
以
来
約
二
年
半
で
こ
れ
だ
け
の
伽
藍
が
整
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
阿
弥
陀
堂
は
金
堂
等
に
約
一
年
遅
れ
て
承
保
三
年
六
月
十
三
日

木
作
始
、
廿
八
日
に
築
壇
・
居
礎
、
七
月
十
一
日
に
立
柱
・
上
梁
棟
が
行
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
南
大
門
井
東
西
築
地
は
阿
弥
陀
堂
に
続
い
て
承
保
三
年
七
月
廿
三
日
に

3
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表
1
　
平
安
京
内
外
の
寺
院
の
造
営

名
　
　
　
称

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

年
　
　
月
　
　
日

出
　
　
　
　
　
典

備
　
　
　
　
　
　
考

法
成
寺

無
量
寺
院

始
木
作

寛
仁
三
（
一
〇
一
九
）
　
七
・
一
六

小
右
記

御
堂
築
壇
穿
池
築
垣

寛
仁
四

（
「
〇

二
〇
）
　
↓
・
　
四

左
経
記

御
堂
礎

〃

　
　
　
　
　
一
・
一
五

〃

卯
二
剋
中
河
御
堂
柱
、
以
午
二
剋
上
棟

〃

　
　
　
　
　
一
・
一
九

〃

築
御
堂
仏
壇

〃

　
　
　
　
二
・
一
五

〃

以
午
剋
被
奉
渡
御
仏
（
中
略
）
未
剋
奉
居
仏
壇

〃

　
　
　
　
　
二
・
二
七

〃

供
養

〃

　
　
　
　
　
三
・
二
二

無
量
寿
院
供
養
記

十
斎
堂
他

被
始
十
斎
堂

井
三
昧
堂
等
事
、
十
斎
堂
申
剋
、
三
昧
堂
子
剋

寛
仁
四
（
一
〇
二
〇
）
　
四
・
二
八

左
経
記

木
作
始
か

無
量
寿
院
十
斎
堂
被
供
養

〃

　
　
　
閏
一
二
・
二
七

〃

金
堂
、
五
大
堂

卯
刻
立
無
量
寿
院
金
堂
柱

治
安
元
（
一
〇
二
一
）
　
六
・
二
七

〃

金
堂
五
大
堂
竪
柱
上
棟
（
金
堂
供
養
記
）

無
量
寿
院
金
堂
棟
上

〃

　
　
　
　
　
七
・
一
五

〃

金
堂

五
大
堂
新
仏
開
眼
供
養

治
安
二
（
一
〇
二
二
）
　
七
・
一
四

法
成
寺
金
堂
供
養
記

釈
迦

堂
、
十
三
間
堂
他

法
成
寺
内
被
立
塔
丈
六
堂
（
釈
迦
堂
）
十
斎
堂
三
宇
柱
事

治
安
四
（
一
〇
二
四
）
　
四
・
　
七

小
右
記
目
録

十
斎
堂
は
十
三
間
堂
の
誤
か

法
成
寺
内
釈
迦
堂
十
三
間
堂
供
養

万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
　
八
・
二
二

扶
桑
略
記

五
重
塔

立

柱

治
安
四
（
一
〇
二
四
）
　
四
・
　
七

小
右
記
目
録

法
成
寺
塔
心
柱
立
事

長
元
二
（
一
〇
二
九
）
　
七
・
二
三

〃

末
心
柱
か

供
養

長
元
三
（
一
〇
三
〇
）
一
〇
・
二
九

日
本
紀
略

金
堂
他

法
成
寺
焼
亡

天
喜
六
（
一
〇
五
八
）
　
二
・
二
三

扶
桑
略
記

阿
弥
陀
堂
他

始
築
法
成
寺
壇
、
諸
堂
皆
始
之

〃

　
　
　
　
　
三
・
二
七

定
家
朝
臣
記

法
成
寺
上
棟
立
柱
、
巳
刻
阿
弥
陀
堂
薬
師
堂
、
未
刻
五
大
堂

〃

　
　
　
　
一
〇
・
二
七

〃

八
月
十
二
日
定

阿
弥
陀
堂
五
大
堂
井
真
言
供
養

康
平
二
（
一
〇
五
九
）
一
〇
・
一
二

扶
桑
略
記

三

重
塔

東
塔
心
柱
立

承
保
二
（
一
〇
七
五
）
　
八
・
一
四

為
房
卿
記

供
養
法
成
寺
東
西
二
塔
講
堂
十
斎
堂
法
花
堂

承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
一
〇
・
　
五

扶
桑
略
記

五
重
塔
、
南
大
門
、
惣
社

法
成
寺
塔
二
基
南
大
門
惣
社
南
瓦
垣
等
焼
失

永
久
五
（
一
＝
七
）
　
一
・
　
八

殿
暦

法
成
寺
塔
二
基
惣
社
南
大
門
事
始

〃

　
　
　
　
　
一
・
二
〇

〃

法
成
寺
南
大
門
立
柱
棟
上
、
御
塔
壇
令
始
修
理

〃

　
　
　
　
　
一
・
二
四

〃

御
堂
惣
社
棟
上

〃

　
　
　
　
　
七
’
　
二

〃

惣
社
遷
宮

〃

　
　
　
　
　
七
・
二
〇

〃

御
堂
南
大
門
造
了

〃

　
　
　
　
一
一
’
二
八

〃

法
成
寺
東
西
塔
二
基
被
立
心
柱

元
永
元
（
一
一
一
八
）
　
一
〇
・
　
二

中
右
記

法
成
寺
御
塔
心
柱
続
立
、
第
二
柱
也

元
永
二
（
一
一
一
九
）
　
八
・
＝
ハ

〃

法
成
寺
両
塔
供
養

天
承
二
（
一
一
三
二
）
　
二
・
二
八

〃

法
勝
寺

金
堂

他

被
始
行
白
河
御
願
事

承
保
二
（
一
〇
七
五
）
　
六
・
二
二

法
勝
寺
金
堂
造
営
記

白
河
御
願
寺
木
作
始

〃

　
　
　
　
　
七
・
二

〃

4
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御
願
寺
始
築
壇

〃

　
　
　
　
　
七
・
一
九

〃

白
河
御
願
寺
棟
上

〃

　
　
　
　
八
・
一
三

〃

立
柱
上
棟

（扶
桑
略
記
）

白
河
御
願
御
仏
被
奉
渡
金
堂
講
堂

承
保
四

（
一
〇
七
七
）
　
八
・
二
七

〃

供
養
（
金
堂
、
講
堂
、
阿
弥
陀
堂
、
五
大
堂
、
法
華
堂
、
南
大
門
他
）

承
暦
元
（
一
〇
七
七
）
一
二
二
八

扶
桑
略
記

阿
弥
陀
堂

始
木
作

承
保
三

（
一
〇
七
六
）
　
六
・
二
二

法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
造
立
日
時
記
定

五
月
廿
八
日
鐸
申

築
壇
、
居
礎

〃

　
　
　
　
六
・
二
八

〃

竪
柱
上
梁
棟

〃

　
　
　
　
　
七
・
一
一

〃

南
大
門
他

始
木
作

〃

　
　
　
　
　
七
・
二
三

〃

居
礎

〃

　
　
　
　
八
・
一
五

〃

立
柱
上
棟

〃

　
　
　
　
八
二
二
〇

〃

九
重
塔

御
塔
壇
始
築

承
保

四
（
一
〇
七
七
）
　
八
・
二
五

承
暦
元
年
法
勝
寺
供
養
記

法
勝
寺
塔
壇
築
始

永
保
元

（
一
〇

八
一
）
　
八
・
二
五

水
左
記

被
居
御
塔
礎

〃

　
　
　
　
　
九
・
二
七

〃

被
立
法
勝
寺
御
塔
心
柱

〃

　
　
　
　
一
〇
・
二
七

〃

居
礎
竪
心
柱

（扶
桑
略
記
）

供
養
法
勝
寺
之
九
重
塔
井
薬
師
堂
八
角
堂

永
保
三
（
一
〇
八
三
）
一
〇
・
　
一

扶
桑
略
記

尊
勝
寺

御
願
寺
御
仏
於
法
勝
寺
西
隣
仏
所
屋
被
奉
造
始

康
和
二
（
＝
○
○
）
　
七
・
二
五

為
房
卿
記

御
願
寺
木
作
始

”　
　
　
　
　
　
V
°
　
、
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ

中
右
記
目
録

三

月
廿
七
日
勘

令
居
礎
石
又
令
築
始
御
堂
井
南
大
門
諸
門
等
壇
了
、
令
行
鎮
壇
事

康
和
三
　
（
一
　
一
〇
一
）
　
　
六
・
一
一
二

元
亨
三
年
具
注
暦
裏
書

新
御
願
寺
棟
上

〃

　
　
　
　
八
・
二
二

中
右
記
目
録

二
年
十
一
月
廿
四
日
勘

新
御
願
立
榑
風
葺
瓦

〃

　
　
　
　
　
九
・
　
一

中
右
記

八
月
廿
五
日
定

新
御
願
之
御
塔
被
立
心
柱

〃

　
　
　
　
一
〇
・
二
二

殿
暦

新
御
願
寺
新
仏
可
被
安
置
諸
堂
、
新
御
願
名
被
定
尊
勝
寺

康
和
四
（
＝
〇
二
）
　
六
・
二
九

中
右
記

供
養

〃

　
　
　
　
　
七
・
二
一

〃

阿
弥
陀
堂
他

阿
弥
陀
堂
御
仏
被
作
始

康
和
五
（
＝
〇
三
）
　
七
・
　
五

中
右
記
目
録

阿
弥
陀
堂
棟
上

長
治
元
（
＝
〇
四
）
　
八
・
　
二

陰
陽
博
士
安
部
孝
重
勘
進
記

五
年
十
二
月
廿
六
日
勘

法
華
堂
棟
上

長
治
二
（
＝
〇
五
）
　
七
・
　
八

〃

阿
弥
陀
堂
御
仏
初
安
置

〃

　
　
　
　
一
〇
・
二
六

中
右
記

阿
弥
陀
堂
准
砥
堂
法
華
堂
供
養

〃

　
　
　
　
一
二
・
一
九

〃

最
勝
寺

塔

白
河
新
御
塔
供
養

永
久
五
（
一
一
一
七
）
一
〇
・
一
九

殿
暦

新
御
願
木
作
始

永
久
六
（
一
＝
八
）
　
二
・
二
一

中
右
記

白
河
当
時
新
御
願
寺
礎
居

元
永
元

（
一
＝
八
）
　
六
・
二
〇

〃

最
勝
寺
地
鎮

〃

　
　
　
　
　
六
・
二
二

覚
禅
紗

白
河
当
代
新
御
願
棟
上

〃

　
　
　
　
　
七
・
二
三

中
右
記

新
御
願
寺
金
堂
薬
師
堂
仏
壇
被
築

〃

　
　
　
　
一
〇
・
二
六

金
堂
、
薬
師
堂

白
河
新
御
願
寺
供
養
、
名
号
最
勝
寺

〃

　
　
　
　
一
二
・
一
七

中
右
記
部
類

5
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名
　
　
　
称

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

年
　
　
月
　
　
日

出
　
　
　
　
　
典

備

　
　
　
　
　
考

円
勝
寺

白
川
御
願
寺
木
作
始

天

治
二
（
＝
二
五
）
　
八
・
　
三

中
右
記
目
録

白
川
御
塔
心
柱
立

〃

　
　
　
　
］
○
・
二
七

〃

五
重
塔
か

三

重
塔

（東
御
塔
）

白
河
新
造
塔
供
養
白
河
御
願
寺
棟
上

大治
元
（
一
一
二
⊥
ハ
）
　
三
・
　
七
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
一
一
・
二
二

永
昌
記
中
右
記
目
録

五
重
塔

（中
御
塔
）

白
河
五
重
御
塔
供
養

大

治
二
（
＝
二
七
）
　
一
’
一
二

中
右
記

三
重
塔

（西
御
塔
）

白
河
新
造
御
塔
供
養
円
勝
寺
供
養

　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
三
・
一
九
大
治
三
（
一
一
二
入
）
　
三
・
＝
二

　
〃
中
右
記
目
録

延
勝
寺

新
御
願
寺
木
作
始

久
安
二
（
＝
四
六
）
　
八
・
　
七

本
朝
世
紀

八
月
一
日
勘

新
御
願
寺
被
築
始
壇

〃

　
　
　
　
一
〇
二
三

〃

鐘
楼
、
経
蔵
、
諸
門

被
立
新

作御
願
寺
居
礎

久
安
三
（
一
一
四
七
）
　
四
．
二
〇
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
六
・
一
八
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
八
・
二
八

六月
十
八
日
勘
八
月
廿
八
日
勘

大
門

新

〃　
　
　
　
一
〇
・
一
〇
〃
　
　
　
　
一
一
・
二
三

〃
〃

　
　
〃
十
一
月
廿
二
日
定

新
御
願

願
延
勝
寺
供
養

久安
四
（
＝
四
八
）
　
六
・
一
六
久
安
五
（
一
一
四
九
）
　
三
．
二
〇

〃
〃

三
月
八
日
勘

蓮華
蔵
院
　
阿
弥
陀
堂

法
勝
寺
新
阿
弥
陀
堂
壇
築
始
白
河
新
阿
弥
陀
堂
棟
上

永久
二
（
一
＝
四
）
　
三
・
二
九
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
八
・
　
二

殿

立
柱
、
上
棟

新御
願
御
仏
渡
給
新
阿
弥
陀
堂
供
養

〃　
　
　
　
＝
・
一
九
〃
　
　
　
　
一
一
・
二
九

〃
〃

十

月
廿
九
日
定

三
重
塔

白
河
新
御
願
内
有
三
重
御
塔
供
養

永
久
五
（
＝
一
七
）
　
三
・
一
二

〃

白
河
新
阿
弥
陀
堂
傍
　
九
体
阿
弥
陀
堂
、
三
重
塔

木
作
始

大

治
四
（
二
二
九
）
　
八
・
　
三

中
右
記

同

棟
上

大
治
五
（
一
二
二
〇
）
　
二
・
二
九

〃

三
重体

阿
弥
陀
堂

供養
供
養

〃　
　
　
　
　
六
・
二
四
〃
　
　
　
　
七
・
　
二

〃
〃

五
月
廿
五
日
定

勝
光
明
院

居
礎
、
立
柱
梁
棟

長
承
三
（
一
一
三
四
）
　
四
・
一
九

長
秋
記

門

事
始

保
延
元

（
＝
三
五
）
　
六
・
二
四

〃

門

立
柱
奉
渡
御
仏
、
令
行
鎮
壇

　
　
　

延
二
（
＝
三
六
）
　
三
・
　
六

〃
〃

一
月
十
九
日
定

供
養

〃

　
　
　
　
　
三
・
二
三

中
右
記

春
日
社
西
塔
　
五
重
塔

木
作
始
、
壇
築
始
、
礎
居
始
心
柱
立

天永
三
（
＝
一
二
）
　
八
・
　
七
天
永
四
（
＝
一
三
）
　
七
・
一
〇

中
右
記
殿
暦

事
始
、
七
月
廿
八
日
勘
七
月
一
日
勘

6



【古代における建築工事の工程と儀式］……演島正士

春
日
御
塔
仏
始
之

永
久
元
（
一
一
＝
二
）
　
七
・
二
六

〃

中
心
柱
令
続
立

永
久
二
（
一
一
一
四
）
　
三
・
　
四

中
右
記

南
大
門

壇
築
始
井
礎
居
木
作
始

〃

　
　
　
　
　
七
・
　
三

〃

同

棟
上

〃

　
　
　
　
七
・
一
八

〃

五
重
塔

令
続
立
心
末
柱

〃

　
　
　
　
　
七
・
二
九

〃

仏
奉
渡
、
鎮
壇
仏
開
眼
供

永
久

四
（
＝
一
六
）
　
三
・
　
三

殿
暦

供
養

〃

　
　
　
　
　
三
・
　
六

〃

二
月
十
二
日
定

仁
和
寺
北
院

北
院
為
改
造
破
始
井
鋳
始

天

永
四
（
＝
一
三
）
　
四
・
一
四

三
僧
記
類
聚

経
蔵
井
廊
之
棟
上

〃

　
　
　
　
　
七
・
一
〇

〃

経
蔵
造
了
、
供
養

永
久
二
（
一
＝
四
）
　
七
’
　
九

〃

醍
醐
寺
薬
師
堂

斧
始

保
安
二
（
一
一
二
こ
　
　
二
・
　
八

醍
醐
雑
事
記

仏
修
理
始

〃

　
　
　
　
　
二
・
一
五

〃

上
棟

〃

　
　
　
　
　
四
・
二
七

〃

仏
奉
渡

〃

　
　
　
　
一
〇
・
一
八

〃

供
養

保

安
五
（
＝
二
四
）
　
四
・
　
二

〃

延
暦
寺
横
川
中
堂

事
始

仁
安
四
（
＝
六
九
）
　
二
・
二
二

山
門
堂
舎
記

仮
棟
上

〃

　
　
　
　
　
二
・
二
七

〃

正
上
棟

〃

　
　
　
　
　
三
・
二
二

〃

奉
渡
本
尊

嘉
応
一
兀
（
一
一
六
九
）
　
一
〇
・
一
二

〃

多
武
峯
寺
常
行
三
昧
堂

上
仮
棟

承
安
五

（
＝
七
五
）
　
四
二
三

多
武
峯
略
記

斧
始

安
元
二
（
＝
七
⊥
ハ
）
一
〇
・
二
六

〃

棟
上

〃

　
　
　
　
一
二
・
　
二

〃

仮
葺

治
承
元

（
＝
七
七
）
　
六
’

〃

檜
皮
葺

治
承
四

（
二
八
〇
）
　
四
・

〃

作
内
陣
高
欄

建
久
元
（
一
一
九
〇
）
　
五
・

〃

塗

仏
壇
後
壁
彩
色

建
久
二
（
一
一
九
一
）
　
七
・

〃

最
勝
光
院
御
堂

新
御
堂
棟
上

承
安
二
（
一
一
七
二
）
　
二
・
　
三

玉
葉

定
名
字
最
勝
光
院

承
安
三
（
一
一
七
三
）
　
一
〇
・
一
五

〃

新
御
堂
供
養

〃

　
　
　
　
一
〇
・
二
一

〃

法
金
剛
院

三
重
塔
、
経
蔵
回
廊

立
柱
上
棟

長

承
三

（
一

二
二
四
）
　
八
・
一
三

長
秋
記

供
養

保
延
二

（
一

＝
二
六
）
一
〇
・
一
五

中
右
記

7
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木
作
始
、
八
月
十
五
日
居
礎
、
同
月
三
十
日
に
立
柱
上
棟
が
行
わ
れ
た
。
い
ず
れ
も

木
作
始
か
ら
約
一
カ
月
で
立
柱
上
棟
さ
れ
て
い
る
。

　
法
勝
寺
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
八
角
九
重
塔
は
前
記
の
諸
堂
舎
が
出
来
上
が
っ

て

暫
く
し
て
か
ら
着
工
さ
れ
た
も
の
で
、
承
暦
五
年
（
一
〇
八
一
）
八
月
廿
五
日
基

壇
が
築
き
始
め
ら
れ
、
九
月
廿
七
日
に
礎
石
を
据
え
て
心
柱
が
立
て
ら
れ
、
二
年
後

の
永
保
三
年
十
月
一
日
薬
師
堂
・
八
角
堂
と
共
に
供
養
さ
れ
た
。
こ
れ
で
み
る
と
、

基
壇
を
築
き
始
め
て
か
ら
二
年
余
り
で
竣
工
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
木
作
始
の
記
事

は
見
当
た
ら
ず
、
実
際
の
工
期
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
総
高
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

二
七
〇

尺

に
及
ぶ
平
面
八
角
形
の
九
重
塔
と
い
う
類
例
の
稀
な
塔
に
し
て
は
工
期
が

短
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
「
承
暦
元
年
法
勝
寺
供
養
記
」
の
中
に
「
同
年
八

月
廿
五
日
法
勝
寺
御
塔
壇
始
築
之
」
と
あ
っ
て
、
『
水
左
記
』
の
承
暦
五
年
八
月
廿

三

日
法
勝
寺
塔
壇
築
始
と
重
複
す
る
も
の
の
、
あ
る
い
は
こ
の
時
か
ら
造
成
工
事
が

始

ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
池
の
中
島
に
建
て
た
塔
で
あ
る
か
ら
、
軟
弱
な

地
盤
か

何
か
の

理
由
で
敷
地
の
整
備
に
時
間
が
掛
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
承
暦
五
年
八
月
廿
五
日
の
壇
築
始
以
前
の
早
い
時
期
に
木
作
始

が
行
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
堀

川
天
皇
御
願
の
尊
勝
寺
の
建
立
は
、
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
七
月
廿
五
日
法

勝
寺
の
西
に
隣
接
す
る
仏
所
屋
で
仏
像
が
造
り
始
め
ら
れ
て
着
手
さ
れ
た
。
そ
の
仏

所
仮
屋
は
金
堂
・
講
堂
・
薬
師
堂
・
五
大
堂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
像
製
作
用
に
各
一
棟

ず
つ
あ
っ
た
（
『
元
亨
四
年
具
注
暦
裏
書
』
）
。
八
月
八
日
木
作
始
が
行
わ
れ
、
翌
三
年

六
月
十
三
日
諸
堂
の
礎
石
が
据
え
ら
れ
て
御
堂
並
び
に
南
大
門
諸
門
等
の
壇
が
築
き

始
め

ら
れ
、
鎮
壇
が
行
わ
れ
た
。
木
作
始
か
ら
丁
度
一
年
後
の
八
月
十
三
日
に
棟
上

が
あ
り
、
九
月
一
日
に
は
立
破
風
葺
瓦
が
行
わ
れ
た
。
翌
四
年
六
月
廿
九
日
仏
像
が

諸
堂

に
安
置
さ
れ
、
夜
に
入
っ
て
寺
名
が
尊
勝
寺
と
定
め
ら
れ
て
、
七
月
廿
一
日
に

は
供
養
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
竣
工
し
た
建
物
は
金
堂
・
講
堂
・
廻
廊
・
中
門
・
鐘

楼
・
薬
師
堂
・
観
音
堂
・
五
大
堂
・
灌
頂
堂
・
曼
茶
羅
堂
・
東
西
両
五
重
塔
・
南
大

門
で
あ
っ
た
（
『
中
右
記
』
）
。
木
作
始
か
ら
二
年
弱
、
棟
上
か
ら
一
年
弱
で
あ
る
。
両

塔

に
つ
い
て
は
、
康
和
三
年
三
月
廿
入
日
に
金
物
が
諸
国
へ
割
り
当
て
ら
れ
（
『
殿

暦
』
）
、
十
月
十
三
日
は
心
柱
が
立
て
ら
れ
た
。
な
お
、
『
中
右
記
目
録
』
に
「
康
和

三

年
十
月
十
三
日
新
御
願
諸
堂
壇
築
始
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
年
六
月
十
三
日
に

壇
を
築
き
始
め
た
金
堂
・
南
大
門
諸
門
以
外
の
建
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
金

堂
・
東
西
両
五
重
塔
な
ど
が
供
養
さ
れ
た
あ
と
、
阿
弥
陀
堂
・
准
砥
堂
・
法
華

堂
が
建
立
さ
れ
長
治
二
年
（
＝
〇
五
）
十
二
月
十
九
日
に
供
養
さ
れ
た
。
着
工
の

時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
棟
上
か
ら
供
養
ま
で
阿
弥
陀
堂
が
一
年
四
カ
月
で
あ
る

の

に
対
し
、
法
華
堂
は
五
カ
月
余
り
し
か
な
く
、
少
々
短
す
ぎ
る
。

　
鳥
羽
天
皇
の
御
願
に
な
る
最
勝
寺
は
尊
勝
寺
の
東
辺
に
ま
ず
塔
が
建
て
ら
れ
、
永

久
五
年
（
一
二
七
）
十
月
十
九
日
に
供
養
さ
れ
た
。
翌
永
久
六
年
（
元
永
元
年
）

二
月
廿
一
日
に
金
堂
そ
の
他
堂
舎
の
木
作
始
が
行
わ
れ
、
六
月
廿
日
礎
居
、
同
月
廿

二

日
に
地
鎮
が
行
わ
れ
た
。
七
月
廿
三
日
に
は
棟
上
が
あ
り
、
十
月
廿
六
日
金
堂
と

薬
師
堂
の
仏
壇
が
築
か
れ
、
十
二
月
十
七
日
に
供
養
が
行
わ
れ
最
勝
寺
と
名
付
け
ら

れ

た
。
こ
の
時
に
ど
れ
だ
け
の
建
物
が
竣
工
し
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
木
作
始

か

ら
十
カ
月
と
い
う
早
さ
で
あ
る
。
塔
の
工
事
中
に
準
備
が
相
当
進
め
ら
れ
て
い
た

の

で
あ
ろ
う
か
。

　
鳥
羽
天
皇
の
中
宮
待
賢
門
院
御
願
の
円
勝
寺
で
は
、
最
勝
寺
に
倣
っ
た
も
の
か
先

に
塔
が
三
基
建
て
ら
れ
、
東
御
塔
（
三
重
塔
）
が
大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
三
月
七

日
、
中
御
塔
（
五
重
塔
）
が
翌
二
年
一
月
十
二
日
、
西
御
塔
（
三
重
塔
）
が
同
年
三

月
十
九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
供
養
さ
れ
た
。
『
中
右
記
目
録
』
に
「
天
治
二
年
（
二
二

五
）
十
月
廿
七
日
白
河
御
塔
心
柱
立
敵
院
御
」
と
あ
る
の
は
中
御
塔
の
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
心
柱
立
か
ら
供
養
ま
で
一
年
三
カ
月
弱
と
な
り
、
五
重
塔
の

工
程
と
し
て
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
三
塔
と
も
着
工
の
期
日
は
不
明
で
あ
る
。
『
中

右
記
目
録
』
に
は
「
天
治
二
年
八
月
三
日
白
河
御
願
寺
木
作
始
、
大
治
元
年
十
一
月

十
三

日
白
河
御
願
寺
棟
上
齢
軒
守
基
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
金
堂
そ
の
他
の
堂
舎
を
指

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
塔
の
木
作
始
は
工
期
か
ら
考
え
る
と
、
金
堂
等
よ
り
先
に

行
わ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
大
治
三
年
三
月
十
三
日
に
金
堂
等
の
供
養
が
行
わ
れ
た
が
、

8



演島正士［古代における建築工事の工程と儀式］

こ
れ
は
木
作
始
か
ら
約
二
年
七
カ
月
経
っ
て
い
る
。
「
円
勝
寺
供
養
呪
願
」
（
『
本
朝
続

文
粋
』
）
に
よ
る
と
、
三
塔
の
ほ
か
に
大
日
五
仏
像
を
祀
る
金
堂
、
そ
の
左
右
に
五
大

明
王
を
祀
る
五
間
堂
と
九
間
堂
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
伽
藍
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。

　
崇
徳
天
皇
御
願
の
成
勝
寺
は
保
延
五
年
（
一
二
二
九
）
十
月
廿
六
日
に
供
養
さ
れ

て

い

る
（
『
百
練
抄
』
）
が
、
工
程
に
つ
い
て
は
記
録
が
見
当
た
ら
ず
明
ら
か
で
な
い
。

『中
右
記
』
に
「
保
延
三
年
正
月
八
日
主
上
白
川
二
依
可
定
御
願
寺
」
と
あ
る
の
が

造
立
定
で
あ
ろ
う
か
。

　
近
衛
天
皇
の
御
願
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
延
勝
寺
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
『
本
朝
世

紀
』
に
よ
っ
て
か
な
り
詳
し
く
工
程
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
久
安
二
年
（
二
四

六
）
八
月
一
日
に
着
工
等
の
日
時
が
定
め
ら
れ
、
木
作
始
同
月
七
日
、
築
垣
（
壇
）

十
月
四
日
、
居
礎
同
月
廿
八
日
と
さ
れ
た
。
木
作
始
は
予
定
ど
お
り
行
わ
れ
た
が
、

そ
の
後
は
十
月
十
三
日
に
壇
が
築
き
始
め
ら
れ
て
い
て
、
同
月
四
日
と
廿
八
日
に
は

工
事
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
翌
三
年
四
月
廿
日
仏
像
を
造
る
た
め
の
仏
所
仮
屋
が

立
て

ら
れ
た
。
尊
勝
寺
で
は
真
先
に
仏
像
が
造
り
始
め
ら
れ
た
の
に
比
べ
る
と
か
な

り
遅
い
。
六
月
十
八
日
各
建
物
の
日
時
が
勘
さ
れ
、
金
堂
井
諸
堂
御
塔
礎
七
月
九
日

と
十
六
日
、
鐘
楼
井
経
蔵
木
作
当
日
・
築
壇
七
月
三
日
・
居
礎
同
月
九
日
と
十
六
日
、

諸

門
木
作
当
日
・
築
壇
七
月
三
日
・
居
礎
九
日
と
十
六
日
・
立
門
（
立
柱
か
）
同
月

廿

日
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
居
礎
は
最
初
の
予
定
よ
り
約
九
カ
月

遅
れ

た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
七
月
中
に
そ
れ
ら
が
実
施
さ
れ
た
記
載
は
な
く
、

八
月
廿
八
日
に
な
っ
て
再
度
居
礎
当
日
、
竪
柱
上
棟
十
月
十
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ト
し
て
吉
日
を
選
ぶ
陰
陽
寮
の
予
定
ど
お
り
に
は
工
事
が
進
捗
し
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
十
月
十
日
に
予
定
ど
お
り
立
柱
上
棟
が
行
わ
れ
、
十
一
月
廿
二
日
に
は
大

門
の
上
棟
が
翌
廿
三
日
と
定
め
ら
れ
た
。
十
日
の
立
柱
上
棟
は
当
然
金
堂
井
諸
堂
御

塔
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
四
年
六
月
十
六
日
に
は
破
風
が
立
て
ら
れ
て
瓦
が
葺
き
始

め
ら
れ
、
五
年
三
月
八
日
に
供
養
が
同
月
廿
日
と
定
め
ら
れ
て
予
定
ど
お
り
供
養
が

行
わ

れ

た
。
木
作
始
以
来
二
年
七
カ
月
余
り
で
あ
る
。
そ
の
期
間
中
木
作
始
か
ら
居

礎
ま
で
一
年
余
り
か
か
っ
て
お
り
、
基
壇
築
造
と
木
作
に
か
な
り
時
間
を
要
し
て
い

る
。　

4
　
そ
の
他
京
内
の
寺
院

　
白
河
上
皇
の
院
御
所
白
川
泉
殿
内
に
建
立
さ
れ
た
新
阿
弥
陀
堂
（
蓮
華
蔵
院
）
は

永
久
二
年
（
＝
一
四
）
三
月
廿
九
日
に
基
壇
が
築
き
始
め
ら
れ
、
四
カ
月
後
の
八

月
二
日
に
立
柱
上
棟
が
行
わ
れ
、
十
月
廿
九
日
供
養
の
日
を
十
一
月
廿
九
日
と
定
め
、

十
一
月
十
九
日
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
十
日
後
に
予
定
ど
お
り
供
養
が
行
わ
れ
た
。

木
作
始
が
い

つ
行
わ
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
基
壇
が
築
か
れ
て
か
ら
八
カ
月
の

早

さ
で
あ
る
。
供
養
の
様
子
は
「
永
久
二
年
白
川
御
堂
供
養
記
」
に
詳
し
く
述
べ
ら

れ
て

い

る
。
こ
の
あ
と
、
三
重
塔
が
建
立
さ
れ
て
永
久
五
年
三
月
十
二
日
に
供
養
が

行
わ
れ
た
が
、
着
工
等
の
期
日
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
そ
の
後
、
白
河
新
阿
弥
陀
堂
の
傍
に
ま
た
九
体
阿
弥
陀
堂
と
三
重
塔
が
建
立
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
八
月
三
日
木
作
始
が
行
わ
れ
、
翌
五
年

二
月
廿
九
日
に
堂
と
塔
の
棟
上
が
行
わ
れ
た
。
六
月
廿
四
日
に
は
塔
、
七
月
二
日
に

は
阿
弥
陀
堂
が
供
養
さ
れ
た
。
木
作
始
か
ら
約
十
一
カ
月
で
あ
る
。
同
じ
日
に
木
作

始
・
棟
上
が
行
わ
れ
た
阿
弥
陀
堂
と
塔
が
、
何
故
供
養
だ
け
数
日
を
お
い
て
別
の
日

に

行
わ
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
三
重
塔
が
十
一
カ
月
で
竣
工
と
い
う
の
は
、
い

さ
さ
か
早
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
鳥
羽
天
皇
が
鳥
羽
殿
に
建
立
し
た
勝
光
明
院
に
つ
い
て
は
、
『
長
秋
記
』
に
工
事

の
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
長
承
三
年
（
＝
三
四
）
四
月
十
九
日
に
居
礎
と
立

柱
上
棟
が
行
わ
れ
た
が
、
居
礎
と
立
柱
上
棟
が
同
じ
日
に
行
わ
れ
る
の
は
あ
ま
り
例

が
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
礎
日
先
棟
上
之
由
、
可
令
勘
也
、
然
而
上
棟
日
、

至
七

月
無
之
、
防
同
日
令
勘
之
」
と
あ
っ
て
、
上
棟
の
吉
日
が
七
月
に
至
る
ま
で
無

い

と
い
う
こ
と
で
同
日
に
行
う
こ
と
と
な
っ
た
ら
し
い
。
着
工
に
つ
い
て
は
「
去
年

事
始
」
と
あ
る
だ
け
で
期
日
は
不
明
で
あ
る
。
六
月
に
な
っ
て
堂
が
水
難
に
遭
う
お

そ
れ
が
あ
る
と
し
て
位
置
を
替
え
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
が
、
結
局
そ
の
ま
ま
に

な
っ
た
。
翌
保
延
元
年
六
月
、
天
皇
が
二
階
が
高
過
ぎ
る
と
苦
言
を
呈
し
た
こ
と
で

柱
を
七
寸
切
り
縮
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
六
月
十
九
日
供
養
を
十
月
と
定
め
た
が
、

9
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八
月
に
な
っ
て
、
九
月
に
伊
勢
の
遷
宮
が
あ
る
た
め
翌
年
に
延
期
さ
れ
た
。
保
延
二

年
三
月
六
日
に
仏
像
を
安
置
し
て
鎮
壇
が
行
わ
れ
、
同
月
廿
三
日
に
供
養
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

居
礎
か

ら
一
年
ニ
カ
月
で
あ
る
が
、
居
礎
以
前
木
作
始
か
ら
の
期
間
は
分
か
ら
な
い
。

　

仁
和
寺
北
院
の
経
蔵
は
、
改
造
の
た
め
に
天
永
四
年
四
月
十
四
日
破
壊
を
始
め
同

時
に
新
始
（
木
作
始
）
を
行
っ
た
。
七
月
十
日
経
蔵
井
廊
の
棟
上
が
あ
り
、
翌
永
久

二
年
七
月
九
日
に
造
り
終
っ
て
供
養
さ
れ
た
。
新
始
か
ら
一
年
四
カ
月
が
経
過
し
て

い
る
。

　

5
　
京
外
の
寺
院

　
春

日
社
で
は
五
重
塔
が
二
基
相
次
い
で
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
西
塔
は
摂
政

藤
原
忠
実
に
よ
る
も
の
で
、
天
永
三
年
（
＝
＝
↓
）
七
月
廿
八
日
に
木
作
始
・
壇

築
始
・
礎
居
始
の
三
事
を
八
月
七
日
に
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
当
日
同
じ
時
刻
に

三
事
が
行
わ
れ
た
。
『
中
右
記
』
に
は
日
時
決
定
の
事
情
や
儀
式
の
様
子
が
詳
述
さ

れ
て

い

る
。
翌
天
永
四
年
（
一
二
三
）
七
月
十
日
に
心
柱
が
立
て
ら
れ
、
同
二
年

三

月
四
日
中
心
柱
、
七
月
廿
九
日
に
末
心
柱
が
立
て
ら
れ
た
。
末
心
柱
を
立
て
る
前

日
に
は
四
重
を
皆
作
り
終
り
五
重
を
作
り
始
め
て
い
た
。
心
柱
が
三
本
継
ぎ
で
、
塔

身
の
組
上
げ
に
合
わ
せ
て
心
柱
も
継
ぎ
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
塔
の

工
事
が
進
む
の
に
併
行
し
て
南
大
門
の
工
事
が
始
め
ら
れ
、
同
年
七
月
三
日
に
木
作

始
・
壇
築
始
・
礎
居
、
同
月
十
八
日
に
棟
上
が
行
わ
れ
た
。
永
久
四
年
三
月
三
日
塔

に
仏
像
が
安
置
さ
れ
、
仏
舎
利
・
経
典
が
奉
籠
さ
れ
、
同
月
六
日
供
養
さ
れ
た
。
南

大

門
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
同
時
に
供
養
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
塔
は

木
作
始
か

ら
数
え
て
一
年
後
に
心
柱
を
立
て
、
二
年
後
に
三
本
目
の
心
柱
を
継
ぎ
立

て
、
三
年
七
カ
月
後
に
竣
工
し
た
こ
と
に
な
る
。
南
大
門
の
方
は
木
作
始
か
ら
一
年

八
カ
月
後
の
竣
工
で
あ
る
。

　
醍
醐
寺
の
山
上
に
延
喜
七
年
（
九
〇
七
）
五
大
堂
と
共
に
創
建
さ
れ
た
薬
師
堂
は

歳

月
を
経
て
「
此
堂
朽
損
了
、
只
礎
許
所
残
也
」
と
な
り
、
保
安
年
間
に
再
建
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
再
建
は
『
醍
醐
雑
事
記
』
に
よ
る
と
、
保
安
二
年
（
＝
二
こ

二

月
八
日
に
斧
始
が
あ
り
、
同
月
十
五
日
仏
像
の
修
理
始
、
四
月
廿
七
日
に
上
棟
さ

れ
、
十
月
十
八
日
に
は
仏
像
が
安
置
さ
れ
た
。
斧
始
か
ら
八
カ
月
が
経
っ
て
お
り
、

竣
工
直
前
と
思
わ
れ
る
が
、
供
養
さ
れ
た
の
は
約
二
年
半
後
の
保
安
五
年
（
一
＝
↓

四
）
四
月
二
日
で
あ
る
。
他
の
堂
舎
の
竣
工
を
待
っ
て
供
養
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
比
叡

山
延
暦
寺
の
横
川
中
堂
は
『
山
門
堂
舎
記
』
に
よ
る
と
、
仁
安
四
年
（
二

六

九
）
二
月
五
日
に
焼
亡
し
た
あ
と
直
ち
に
再
建
が
図
ら
れ
て
、
同
月
廿
二
日
に
事

始

（木
作
始
で
あ
ろ
う
）
が
行
わ
れ
、
同
月
廿
七
日
に
仮
棟
を
上
げ
、
三
月
十
三
日

に

正
上
棟
が
行
わ
れ
た
。
十
月
十
二
日
に
は
本
尊
が
安
置
さ
れ
、
根
本
中
堂
の
灯
火

が
移

さ
れ
た
。
事
始
以
来
八
カ
月
弱
で
竣
工
し
た
こ
と
に
な
る
。
仮
棟
上
は
形
式
的

な
立
柱
棟
上
で
、
正
上
棟
が
工
程
上
の
棟
上
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
堂
は
七
間
堂
で

正
面
に

孫
庇
が
あ
っ
て
四
面
懸
造
と
い
う
か
ら
、
相
当
数
の
材
木
が
必
要
で
あ
っ
た

ら
し
く
、
材
木
集
め
の
こ
と
が
か
な
り
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
一
山
挙
げ
て
の
造

営
で
、
屋
根
が
檜
皮
葺
と
は
い
う
も
の
の
、
不
便
な
山
中
で
は
あ
り
、
八
カ
月
弱
の

工
期
で
竣
工
に
こ
ぎ
つ
け
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
多
武
峯
寺
に
お
け
る
常
行
三
昧
堂
に
つ
い
て
『
多
武
峯
略
記
』
を
み
る
と
、
承
安

年
間
焼
失
後
同
五
年
（
一
一
七
五
）
四
月
十
三
日
に
仮
棟
を
上
げ
て
か
ら
翌
安
元
二

年
十
月
廿
六
日
に
斧
始
が
あ
り
、
十
二
月
二
日
に
棟
上
が
行
わ
れ
た
。
最
初
の
上
仮

棟
が
何
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
斧
始
か
ら
約
八
カ
月
後
の
治
承
元
年

（
一
一
七

七
）
六
月
に
仮
葺
さ
れ
、
同
四
年
四
月
に
檜
皮
が
葺
か
れ
た
。
こ
れ
は
仮

葺
を
し
て
堂
が
ほ
ぼ
形
を
成
し
た
段
階
で
、
三
年
近
く
工
事
が
中
断
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
檜
皮
葺
が
さ
れ
た
時
点
で
も
ま
だ
内
部
は
完
成
し
な
か
っ
た
の

で

あ
ろ
う
か
、
一
三
年
後
の
建
久
元
年
（
二
九
〇
）
五
月
に
な
っ
て
内
陣
の
高
欄

が
作

ら
れ
、
翌
二
年
七
月
に
仏
壇
後
壁
の
彩
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
財

政
上
の
理
由
に
よ
り
、
屋
根
の
仮
葺
を
し
て
何
と
か
使
え
る
段
階
で
し
ば
ら
く
お
か

れ
、
本
葺
後
は
内
部
の
雑
作
が
終
ら
な
い
ま
ま
相
当
長
く
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

延
暦
寺
や
醍
醐
寺
ほ
ど
の
大
寺
院
で
は
な
い
た
め
、
造
営
に
苦
労
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
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②
平
安
宮
の
造
営

　
平
安
宮
の
大
極
殿
や
内
裏
の
造
営
工
事
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
工
程
・
工
期
の
分

か

る
記
録
を
拾
い
出
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
大
極
殿
の
造

営
を
み
よ
う
。

　

1
　
大
極
殿

　
新
京
の
造
営
は
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
に
は
工
事
が
始
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い

が
、
大
極
殿
が
い
つ
着
工
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
翌
十
三
年
十
月
廿
日
に

桓
武
天
皇
が
新
京
へ
遷
御
し
た
あ
と
も
、
十
四
年
正
月
に
は
未
だ
成
ら
な
か
っ
た
が

同
年
中
に
完
成
し
た
ら
し
く
、
十
五
年
の
正
月
に
は
天
皇
は
大
極
殿
で
朝
賀
を
受
け

て

い
る
（
『
日
本
紀
略
』
）
。

　
こ
の
第
一
次
大
極
殿
は
約
八
〇
年
後
の
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
四
月
十
日
夜
に

小
安
殿
・
蒼
竜
白
虎
両
楼
・
延
休
堂
及
北
門
・
北
東
西
三
面
廊
百
余
間
と
共
に
焼
失

し
た
。
直
ち
に
再
建
が
図
ら
れ
、
同
月
廿
八
日
に
は
大
工
権
大
允
ほ
か
木
工
達
が
材

木
を
採
り
に
紀
伊
国
へ
向
か
っ
た
。
六
月
九
日
に
修
造
大
極
殿
之
事
を
始
め
て
行
い

（事
始
か
）
、
七
月
十
九
日
大
極
殿
作
事
を
始
め
る
た
め
に
八
省
院
含
章
堂
で
五
僧
に

よ
る
経
の
転
読
が
あ
り
、
廿
一
日
に
は
始
め
て
大
極
殿
を
作
り
土
木
工
夫
並
べ
て
事

に

従
う
と
あ
る
か
ら
、
基
壇
工
事
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
一
月
九
日
に
は
近
江

国
か
ら
大
極
殿
材
木
九
千
入
百
余
村
（
株
か
）
を
採
り
進
ん
だ
と
云
っ
て
き
た
。
同

十
九
年
（
元
慶
元
年
）
に
な
っ
て
四
月
九
日
吉
日
良
辰
を
も
っ
て
始
め
て
大
極
殿
が

構
え
造
ら
れ
、
伊
勢
神
宮
ほ
か
諸
社
へ
奉
幣
が
行
わ
れ
、
八
官
省
で
行
事
大
夫
以
下

大
少
工

に
及
ぶ
ま
で
饗
さ
れ
た
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
木
作
始
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
。

翌
元

慶
二
年
（
八
七
八
）
四
月
廿
五
日
に
は
始
め
て
柱
が
竪
て
ら
れ
（
立
柱
）
、
そ

れ
か

ら
約
一
年
半
後
の
同
三
年
十
月
八
日
に
大
極
殿
は
成
っ
た
。
右
大
臣
が
朝
堂
院

含
章
堂
で
宴
を
設
け
、
作
事
に
預
っ
た
四
位
已
下
雑
工
已
上
及
飛
騨
工
等
が
饗
さ
れ
、

詩
が
賦
さ
れ
て
音
楽
が
挙
げ
ら
れ
、
禄
が
給
さ
れ
た
。
材
木
を
採
り
始
め
て
か
ら
約

三
年
半
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
次
大
極
殿
は
約
一
八
〇
年
後
の
天
喜
六
年
（
康
平
元
年
・
一
〇
五
八
）
二
月

廿
六

日
に
新
造
内
裏
・
中
和
院
・
東
西
廊
・
朝
集
堂
等
と
共
に
焼
失
し
た
。
大
極
殿

の
再
建
は
か
な
り
遅
れ
、
一
〇
年
後
の
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
五
月
十
一
日
に
な
っ

て

天
皇
即
位
事
と
合
わ
せ
て
大
極
殿
を
造
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
八
月
二
日
に
事
始
、

十
四
日
に
木
作
始
が
行
わ
れ
た
。
事
始
は
お
そ
ら
く
行
事
所
始
な
ど
の
役
所
的
な
儀

式
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
十
月
二
日
に
は
早
く
も
上
棟
の
日
時
が
定
め
ら
れ
、
十

日
に
竪
柱
・
上
棟
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
竪
柱
上
棟
の
内
容
に
関
し
て
は
『
師
記
』
に

や

や

詳
し
い
記
事
が
あ
る
。
翌
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
四
月
十
四
日
始
め
て
瓦
が

葺
か
れ
、
一
年
以
上
経
っ
て
同
二
年
五
月
五
日
に
鶏
尾
は
本
（
木
の
誤
り
か
）
を
用

う
可
し
の
宣
下
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
第
二
次
大
極
殿
の
鶏
尾
が
天
喜
五
年
四
月
十

四
日
地
に
堕
ち
破
損
し
た
（
『
扶
桑
略
記
』
）
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
瓦
で
は
な
く
木
造

（銅
板
張
り
か
）
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
竪
柱
上
棟
か
ら
約
三
年
半
後
の
延
久

四
年
三
月
廿
三
日
に
高
御
座
が
渡
し
立
て
ら
れ
、
四
月
三
日
に
は
大
極
殿
井
蒼
竜
白

虎
両
楼
諸
門
等
に
題
額
が
打
た
れ
て
完
成
し
た
。
十
五
日
に
は
天
皇
の
行
幸
が
あ
っ

て

宴
会
が
行
わ
れ
、
王
公
以
下
文
人
以
上
が
詩
を
献
じ
歌
舞
が
奏
せ
ら
れ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
禄
を
賜
っ
た
。
こ
れ
は
落
慶
の
儀
式
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
第
二

次
の

時
の
よ
う
な
工
匠
達
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。

　

こ
の
第
三
次
大
極
殿
は
一
〇
五
年
後
の
安
元
三
年
（
＝
七
七
）
四
月
廿
八
日
に

八
省
・
小
安
殿
・
青
竜
白
虎
楼
・
応
天
会
昌
朱
雀
各
門
・
大
学
寮
・
神
祇
官
八
神

殿
・
真
言
院
・
民
部
省
・
式
部
省
・
南
門
・
大
膳
職
・
勧
学
院
等
が
地
を
払
っ
て
焼

亡

し
た
。
そ
の
後
の
再
建
に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
廿
三
日
に
造
大
極
殿
事
が
定
め

ら
れ
（
『
百
練
抄
』
）
、
十
月
八
日
に
は
事
始
が
行
わ
れ
た
（
『
玉
葉
』
）
が
、
結
局
完
成
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
二
度
の
大
極
殿
工
事
を
比
べ
て
み
る
と
、
第
二
次
造
営
で
は
材
木
を
採
り

始
め
て
か
ら
木
作
始
ま
で
一
年
を
要
し
、
そ
の
あ
と
立
柱
ま
で
一
年
、
さ
ら
に
落
慶

ま
で
一
年
五
カ
月
で
、
木
作
始
か
ら
落
慶
ま
で
は
二
年
六
カ
月
、
準
備
期
間
を
入
れ

11



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第77集　1999年3月

表
2
　
平
安
宮
の
造
営

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
典
　
　
　
　
備
　
　
　
考

大
極
殿

次
2
第

大極
殿
災
、
延
焼
小
安
殿
蒼
竜
白
虎
両
楼
延
休
堂
及
北
門
北
東
西
三
面
廊
百
余
間
木
工
権
大
允
外
向
紀
伊
国
採
大
極
殿
材
木
始
行
修
造
大
極
殿
之
事
請
五
僧
於
八
省
院
含
章
堂
転
経
、
以
将
始
大
極
殿
作
事
也
始
作
大
極
殿
土
木
工
夫
並
従
事
採
進
大
極
殿
材
木
九
千
八
百
余
村
始
構
造
大
極
殿
始
竪
大
極
殿
柱
大
極
殿
成
新
造
内
裏
井
中
和
院
大
極
殿
東
西
楼
朝
集
堂
等
焼
亡

三

代
実

杣
入
事
始
か
壇
築
始
か
木
作
始
か
、
饗
あ
り
饗
あ
り

次
3
第

定
造
大
極
殿
大
極
殿
事
始
大
極
殿
木
作
始
定
大
極
殿
上
棟
日
時
大
極
殿
竪
柱
上
棟
大
極
殿
始
葺
瓦
大
極
殿
鶏
尾
可
用
本
之
由
宣
下
渡
立
太
政
官
庁
高
御
座
於
大
極
殿
大
極
殿
井
蒼
竜
白
虎
両
楼
諸
門
等
各
打
題
額
幸
大
極
殿
、
行
宴
会
、
土
木
新
成
之
故
也
八
省
大
極
殿
小
安
殿
青
竜
白
虎
楼
応
天
会
昌
朱
雀
門
大
学
寮
神
祇
官
八
神
殿
真
言
院
民
部
省
式
部
省
南
門
大
膳
職
勧
学
院
等
払
地
焼
亡

本

十

月
二
日
定

内
裏

内
裏
焼
亡

天
徳
四
　
　
（
九
六
〇
）
　
九
・
二
三

日
本
紀
略
、
扶
桑
略
記

次
2
第

定

　
　

　
　
　
〃
　
　
　
　
　
一
〇
・
　
七
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
＝
・
二
八
応
和
元
　
（
九
六
一
）
　
二
・
一
六
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
五
・
一
四
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
一
一
・
二
〇
天
延
四
　
　
（
九
七
六
）
　
五
・
一
一

行
事
所
始
か

次
3
第

　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
五
・
一
四
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
五
・
二
〇
貞
元
元
　
　
（
九
七
六
）
　
七
・
二
一
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
＝
・
二
八
貞
元
二
　
　
（
九
七
七
）
　
七
・
　
八
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
七
・
二
九
天
元
三
　
　
（
九
八
〇
）
　
一
一
・
二
二

木
作
始
か

12
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次

造
宮
事
始

天
元
四
　
　
（
九
八
一
）
　
二
・
二
〇

〃

4

始
立皇

遷
御
新
造
内
裏

〃　
　
　
　
　
七
・
　
八
〃
　
　
　
　
　
一
〇
・
二
七

〃
〃

第

内
裏
焼
亡

天
元
五
　
　
（
九
八
二
）
一
一
・
一
七

〃

次

八
省
院
東
廊
有
大
祓
依
可
有
造
宮
也

天
元
六
　
　
（
九
八
三
）
　
四
・
　
九

〃

5

内
裏
殿
舎
竪
柱
上
棟
天
皇
譲
位
於
皇
太
子
、
自
閑
院
第
移
御
堀
河
院
受
禅
、
即
日
入
内
裏

永
観
元
　
（
九
八
三
）
　
入
・
　
七
永
観
二
　
（
九
八
四
）
　
八
・
二
七

〃
〃

第

内
裏
焼
亡

長
保
元
　
　
（
九
九
九
）
　
六
・
一
四

〃

造
内
裏
事
始

〃

　
　
　
　
　
八
・
一
四

〃

次

大祓
、
依
内
裏
作
事
也
新
内
裏
木
作
始

〃　
　
　
　
　
一
一
・
　
三
〃
　
　
　
　
　
一
一
・
一
九

〃
〃

6

内
裏
殿
舎
竪
柱
上
棟

長
保
二
　
（
一
〇
〇
〇
）
　
　
三
・
二
⊥
ハ

〃

第

内
裏
造
作
所
等
給
饗
天
皇
自
一
条
院
還
御
新
造
内
裏
、
殿
舎
門
懸
額

〃　
　
　
　
　
九
・
　
一
〃
　
　
　
　
　
一
〇
・
＝

〃
〃

内
裏
焼
亡

長
保
三

（
一
〇

〇
こ
　
一
一
・
一
八

〃

定
申
造
宮
殿
舎
可
減
其
数
欺
又
可
減
寸
法
欺
事
、
殿
舎
高
大
頗
可
減

事
也
、
但
暗
以
難
議
定
、
古
殿
在
嘉
祥
寺
醍
醐
寺
等
、
依
彼
殿
等
可

被
造
欺
、
又
可
減
殿
舎
数
事

〃

　
　
　
　
　
一
一
・
二
五

百
練
抄

次

定
申
諸
道
勘
申
造
営
減
殿
数
哉
否
井
寸
法
事
、
不
可
減
殿
数
不
可
造

長
保
四
（
一
〇
〇
二
）
　
三
・
一
九

〃

7

高
大
之
由
定
仰
了
定
造
内
裏
雑
事
（
六
月
七
日
入
杣
、
七
月
十
九
日
木
作
始
、
棟
上
明
春
）

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

日
本
紀
略

第

内
裏
木
作
始

〃

　
　
　
　
　
六
・
　
九

〃

五
月
廿
日
日
程
変
更

内
裏
上
棟

〃

　
　
　
　
　
七
・
一
九

〃

天

皇
自
一
乗
院
遷
御
新
造
内
裏

長
保
五
（
一
〇
〇
三
）
一
〇
・
　
八

〃

宮
中
火
殿
上
皆
焼
亡

寛
弘
二
（
一
〇
〇
五
）
一
一
・
一
五

〃

定
造
宮
使
事

〃

　
　
　
　
　
一
二
・
二
二

〃

内
裏
木
作
始
、
有
大
祓

寛
弘
三
（
一
〇
〇
六
）
　
二
・
一
五

〃

次

始
造
営
内
裏
殿
舎
竪
柱
上
棟

〃　
　
　
　
　
二
・
一
七
〃
　
　
　
　
　
三
・
一
〇

〃
〃

8

初
造
内
裏

〃

　
　
　
　
　
三
・
一
七

〃

第

奉
幣
諸
社
依
造
宮
了
也
請
僧
百
口
於
紫
震
殿
御
読
経
依
可
有
遷
宮
也

〃　
　
　
　
　
一
二
・
　
二
〃
　
　
　
　
一
二
・
一
五

〃
〃

額
始

〃

　
　
　
　
　
一
二
・
二
六

権
記

火
起
登
華
殿
殿
舎
多
皆
以
為
灰
娃

長
和
三
（
一
〇
一
四
）
　
二
・
　
九

日
本
紀
略

勘
造
内
裏
日
時

〃

　
　
　
　
　
五
・
二
四

〃

次

於修
理
職
有
造
宮
事
始
造
宮
事
始

〃　
　
　
　
　
六
・
一
九
〃
　
　
　
　
　
一
〇
・
一
一

〃
〃

木
作
始
か

9

奉
幣
諸
社
祈
申
造
宮
事
始

〃

　
　
　
　
　
一
〇
・
一
七

〃

第

内
裏
立
柱
上
棟
天
皇
自
左
大
臣
枇
杷
第
入
御
於
新
造
内
裏

　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
一
二
・
　
二
長
和
四
（
一
〇
一
五
）
　
九
・
二
〇

扶桑
略
記
日
本
紀
略

内
裏
焼
亡

〃

　
　
　
　
　
一
一
・
一
七

〃
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事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

年
　
　
月
　
　
日

出
　
　
　
典

備
　
　
　
考

次
1
0
第

造

長和
五
（
一
〇
一
六
）
　
四
・
　
七
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
九
・
二
一
寛
仁
元
（
一
〇
一
七
）
　
七
・
　
七
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
九
・
　
七
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
一
〇
・
一
六
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）
　
四
・
二
八
長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
　
⊥
ハ
・
二
七

　
　
〃
　
　
〃
左
経
記
　
〃
小
右
記
日
本
紀
略
百
練
抄

次
1
1
第

内
裏
造
作
初
日
立
柱
上
棟
自
上
東
門
院
遷
幸
新
造
内
裏
内
裏
焼
亡

長
暦

久
二
（
一
〇
四
一
）
　
二
・
一
一
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
一
二
・
一
九
長
久
三
（
一
〇
四
二
）
一
二
・
　
八

春
記

次
1
2
第

自
二
条
第
遷
幸
新
造
内
裏
内
裏
焼
亡

永
承
元
（
一
〇
四
六
）
一
〇
・
　
八
永
承
三
（
一
〇
四
八
）
＝
・
　
二

〃
〃

次
1
3
第

立
柱
新
造
内
裏
井
中
和
院
大
極
殿
東
西
楼
朝
集
堂
等
焼
亡

天喜
二
（
一
〇
五
四
）
　
四
・
一
一
天
喜
六
（
一
〇
五
八
）
　
二
・
二
六

山
塊
記
百
練
抄

次
1
4
第

依当
梁
年
今
年
不
可
作
内
裏
之
由
被
定
之
事
始
内
裡
堅
柱
上
棟
入
幸
新
造
内
裏
内
裏
及
中
院
焼
亡

治
暦
五
（
一
〇
六
九
）
　
二
・
一
〇
延
久
二
（
一
〇
七
〇
）
　
三
・
一
一
延
久
三
（
一
〇
七
一
）
　
三
・
　
五
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
八
・
二
八
永
保
二
（
一
〇
八
二
）
　
七
・
二
九

百
練
抄
園
太
暦
扶
桑
略
記
　
　
〃
百
練
抄

次
1
5
第

　
　

治
八
（
一
〇
九
四
）
一
〇
二
二
〇
承
徳
元
（
一
〇
九
七
）
　
一
二
・
二
〇
承
徳
二
（
一
〇
九
八
）
　
　
一
・
二
四
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
四
・
一
〇
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
一
〇
・
三
〇
康
和
元
（
一
〇
九
九
）
　
四
・
一
九
康
和
二
（
＝
○
○
）
　
六
・
一
九

　
〃
　
〃
中
右
記
　
〃
　
〃
　
〃
本
朝
世
紀
中
右
記

一月
一
二
日
勘
明
年
二
月
二
七
日

次
1
6
第

造
宮
始
内
裏
棟
上
天
皇
遷
幸
新
造
大
内

保
元
二

（
＝
五
七
）
　
二
・
一
八
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
三
・
二
六
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
一
〇
・
八

兵
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る
と
全
体
で
三
年
半
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
、
材
木
を
集
め
る
の
に
時
間

が
掛
か
っ
て
い
る
。
工
事
の
範
囲
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
記
載
が
な
い
が
、
小

安
殿
・
蒼
竜
白
虎
両
楼
・
延
休
堂
・
北
門
・
北
東
西
の
三
面
廊
が
同
時
に
焼
失
し
て

い

る
の
で
、
こ
れ
ら
の
建
物
も
一
緒
に
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
第
三
次

造
営
で
は
木
作
始
か
ら
立
柱
上
棟
ま
で
ニ
カ
月
、
そ
れ
か
ら
落
慶
ま
で
三
年
六
カ
月
、

合
わ
せ
て
三
年
八
カ
月
を
要
し
て
い
る
。
第
二
次
に
比
べ
る
と
全
体
で
は
あ
ま
り
違

わ

な
い
工
期
で
あ
る
が
、
木
作
始
か
ら
立
柱
上
棟
ま
で
が
あ
ま
り
に
も
短
く
、
そ
の

あ
と
落
慶
ま
で
が
長
い
。
第
三
次
に
お
け
る
立
柱
上
棟
は
形
式
的
な
儀
式
で
、
実
際

の
上
棟
は
も
っ
と
後
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
工
事
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

大
極
殿
井
蒼
竜
白
虎
両
楼
諸
門
等
に
題
額
を
打
つ
と
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
れ

ら
の
建
物
は
同
時
に
再
建
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

2
　
内
裏

　
第
一
次
の
造
営
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
が
、
天
皇
が
新
京
に
移
っ
た
延
暦
十
二

年
十
月
廿
二
日
に
は
主
要
な
建
物
は
完
成
し
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
内
裏

は
一
六
七
年
後
の
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
九
月
廿
三
日
に
焼
失
し
た
が
、
内
裏
焼
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
遷
都
後
始
め
て
と
い
う
（
『
扶
桑
略
記
』
）
。
直
ち
に
同
月
廿
八
日
造
営
が
定
め
ら
れ
、

紫
辰
殿
・
仁
寿
殿
・
承
明
門
は
修
理
職
、
常
寧
殿
・
清
涼
殿
は
木
工
寮
、
承
香
殿
・

淑
景
舎
北
一
宇
は
美
濃
国
、
貞
観
殿
は
周
防
国
と
い
う
よ
う
に
、
以
下
各
建
物
ご
と

に
担
当
の
役
所
や
国
が
割
り
当
て
ら
れ
、
来
年
を
以
て
造
り
終
る
こ
と
と
な
っ
た

（
『扶
桑
略
記
』
）
。
十
月
七
日
に
は
大
納
言
在
衡
已
下
が
始
め
て
造
行
事
所
に
著
き

（行
事
所
始
か
）
、
十
一
月
廿
八
日
に
木
作
始
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
は
ま
ず
建
礼
門

で
大
祓
が
あ
り
、
次
い
で
内
裏
造
作
事
が
柏
原
（
桓
武
）
・
後
山
階
（
醍
醐
）
両
山

陵

に
告
げ
ら
れ
た
。
翌
応
和
元
年
（
九
六
一
）
二
月
十
六
日
竪
柱
上
梁
が
行
わ
れ
、

五
月
十
四
日
に
は
や
ば
や
と
殿
舎
門
等
の
額
が
書
か
れ
、
十
一
月
廿
日
に
は
天
皇
が

新
造
内
裏
に
遷
幸
し
た
。
木
作
始
か
ら
丁
度
一
年
で
あ
る
。
遷
幸
に
先
立
ち
九
月
十

九

日
新
造
内
裏
綾
綺
殿
に
お
い
て
仁
王
経
等
の
転
読
が
行
わ
れ
て
い
る
（
『
日
本
紀

略
』
）
の
で
、
順
次
各
建
物
が
出
来
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
第
二
次
内
裏
は
一
五
年
後
に
焼
亡
し
て
す
ぐ
さ
ま
再
建
が
図
ら
れ
、
や
は
り

事
始
（
木
作
始
で
あ
ろ
う
）
か
ら
一
年
後
に
完
成
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
内
裏
は
度
々

焼
亡
・
再
建
を
繰
り
返
し
て
い
て
、
完
成
後
一
年
前
後
で
焼
失
し
た
例
が
表
2
に
拾

い
上
げ
た
だ
け
で
も
三
度
あ
り
、
さ
ら
に
第
九
次
造
営
で
は
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）

九

月
廿
日
に
天
皇
が
新
造
内
裏
に
遷
御
し
て
二
ヵ
月
後
の
同
年
十
一
月
十
七
日
に
焼

亡
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
極
殿
に
比
べ
る
と
火
災
の
回
数
が
き
わ
め
て
多
い
が
、
こ
れ
は

大
極
殿
が
儀
式
・
行
事
の
た
め
に
限
ら
れ
た
日
し
か
使
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
内

裏
は
生
活
の
た
め
の
建
物
で
日
常
火
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
大
極
殿
は
屋
根
が
瓦

葺
で
棟
数
が
少
な
く
敷
地
に
余
裕
を
も
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
内
裏
は

檜
皮
葺
の
建
物
が
数
多
く
密
集
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
。

　
工
期
に
つ
い
て
は
一
年
前
後
の
場
合
が
多
い
が
、
第
四
次
造
営
で
は
天
元
四
年
（
九

八
一
）
二
月
廿
日
に
事
始
が
あ
っ
て
七
月
入
日
に
立
柱
、
同
年
十
月
廿
七
日
に
天
皇

の
遷
御
と
い
っ
た
八
カ
月
の
短
期
間
で
出
来
て
い
る
。
一
方
、
第
十
次
造
営
で
は
長

和
五
年
（
一
〇
一
六
）
四
月
七
日
の
行
事
所
始
か
ら
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
四
月

廿
八

日
の
天
皇
遷
幸
ま
で
二
年
を
要
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
事
所
始
は
木
工
事
を

始
め
る
木
造
始
よ
り
前
の
段
階
で
あ
っ
て
、
木
作
始
が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
明
ら
か

で

な
く
実
際
の
工
程
は
分
か
ら
な
い
し
、
長
和
五
年
九
月
廿
一
日
に
一
旦
遷
御
を
翌

寛
仁
元
年
十
一
月
一
日
と
決
め
た
も
の
の
、
万
人
が
造
営
の
た
め
に
苦
し
ん
で
い
る

た
め
寛
仁
元
年
十
月
十
六
日
に
な
っ
て
工
事
を
延
期
し
た
（
『
小
右
記
』
）
と
い
う
事
情

も
あ
っ
た
。
た
び
重
な
る
内
裏
の
造
営
は
国
民
に
大
き
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な

り
、
第
三
次
造
営
時
の
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
五
月
廿
三
日
、
第
六
次
造
営
の
長
保

二
年
（
一
〇
〇
〇
）
七
月
三
日
な
ど
の
記
録
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
諸
国
に
半
租
が

免
じ
ら
れ
て
い
る
（
『
日
本
紀
略
』
）
。
木
作
始
か
ら
立
柱
上
棟
ま
で
の
期
間
は
一
カ
月

か

ら
四
カ
月
で
か
な
り
差
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
日
時
は
遷
御
も
含
め
て
陰
陽
寮
が

吉
日
を
選
ん
で
決
め
る
（
例
え
ば
第
三
次
造
営
の
天
延
四
年
〈
九
七
六
〉
五
月
十
四

日
の
よ
う
に
）
こ
と
な
の
で
、
当
然
な
が
ら
実
際
の
工
程
と
は
多
少
の
差
が
で
て
く
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る
。
竣
工
し
た
各
建
物
に
は
額
が
懸
け
ら
れ
た
が
、
第
三
次
造
営
の
よ
う
に
、
遷
御

の

二

一
日
前
に
未
だ
功
終
ら
ず
と
い
え
ど
も
吉
日
に
依
て
也
、
と
し
て
額
が
掛
け
ら

れ
た
例
も
あ
る
。

　
造
営
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
造
営
の
た
び
ご
と
に
内
裏
全
部
の
建
物
が
再
建
さ
れ

た
の
か
、
時
に
は
焼
け
残
っ
た
建
物
が
あ
っ
て
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
再
用
さ
れ
た
の

か
は

明
ら
か
で
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
年
か
一
年
数
カ
月
で
何
十
棟
と
い
う

建
物
を
完
成
さ
せ
る
の
は
大
変
な
工
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し

た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
建
物
ご
と
に
工
事
を
諸
国
に
担
当
さ
せ
て
競
わ
せ
た
こ

と
と
、
建
物
が
檜
皮
葺
で
、
お
そ
ら
く
組
物
が
な
い
な
ど
簡
略
な
形
式
に
な
る
住
宅

風
の

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
大
極
殿
の
方
は
規
模
が
き
わ
め
て
大
き
く
、

お

そ

ら
く
三
手
先
組
物
・
二
軒
繁
垂
木
で
屋
根
が
瓦
葺
と
い
う
寺
院
の
主
要
仏
堂
並

み

の
建
築
で
あ
る
た
め
、
三
年
前
後
の
工
期
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
長
保
三
年
十
一
月
十
八
日
に
焼
亡
し
た
あ
と
の
第
七
次
造
営
に
つ
い

て

は
、
同
月
廿
五
日
に
建
物
の
数
を
減
ら
す
か
、
高
大
な
建
物
の
寸
法
を
減
ら
す
か

と
い
う
こ
と
が
協
議
さ
れ
、
さ
ら
に
寺
院
の
古
い
殿
舎
を
使
う
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
。

お

そ

ら
く
、
た
び
重
な
る
造
営
に
困
惑
し
て
出
費
を
押
さ
え
た
い
と
い
う
意
向
に
よ

る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
簡
単
に
は
決
ま
ら
ず
、
四
カ
月
近
く
経
っ
た
翌
年
三

月
十
九
日
に
、
数
は
減
ら
さ
な
い
が
高
大
に
は
し
な
い
こ
と
で
決
着
を
み
、
杣
入
六

月
七
日
、
木
作
始
七
月
十
九
日
、
棟
上
明
春
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
日
程
は
五
月
廿

日
に
な
っ
て
早
め
ら
れ
、
六
月
九
日
に
木
作
始
、
七
月
十
九
日
に
上
棟
が
行
わ
れ
、

翌
長
保
五
年
十
月
八
日
に
天
皇
遷
御
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
長
久
三
年
（
一
〇
四
二
）
十
二
月
八
日
焼
亡
後
の
第
十
二
次
造
営
は
な
か

な
か
決
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
天
皇
は
官
朝
所
へ
移
っ
た
あ
と
翌
四
年
三
月
廿
三

日
一
乗
院
へ
移
り
、
同
院
が
十
二
月
一
日
焼
失
し
て
高
陽
院
か
ら
東
三
条
院
へ
移
り
、

寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
正
月
皇
太
子
へ
譲
位
後
天
皇
が
崩
御
、
六
月
十
三
日
新
帝

は
京
極
院
か
ら
官
朝
所
へ
、
さ
ら
に
十
二
月
十
六
日
官
朝
所
へ
移
り
、
翌
三
年
二
月

十
八
日
官
朝
所
が
焼
失
し
て
大
膳
職
へ
、
四
月
四
日
に
は
二
条
第
へ
移
り
、
同
年
（
永

承
元
年
）
十
月
八
日
や
っ
と
新
造
内
裏
へ
遷
御
す
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
（
『
百
練

抄
』
）
。
こ
の
内
裏
が
い
つ
着
工
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
二
年
後
の
永
承
三

年
十
一
月
二
日
に
焼
亡
し
た
後
も
約
一
〇
年
間
造
営
が
な
か
っ
た
ら
し
く
、
天
皇
は

院
御
所
を
転
々
と
し
て
や
っ
と
新
造
内
裏
へ
遷
御
し
て
程
な
く
、
天
喜
六
年
（
一
〇

五

八
）
二
月
廿
六
日
こ
の
新
造
内
裏
が
大
極
殿
と
共
に
焼
亡
し
た
。
こ
の
後
の
再
建

も
容
易
に
決
ま
ら
ず
、
十
一
年
後
の
治
暦
四
年
五
月
十
一
日
に
大
極
殿
の
造
営
が
決

ま
っ
た
が
、
内
裏
の
方
は
翌
五
年
（
延
久
元
年
）
も
梁
年
（
梁
を
上
げ
柱
を
立
て
る

こ
と
を
忌
む
年
、
酉
年
）
と
い
う
こ
と
で
造
営
が
行
わ
れ
ず
、
延
久
二
年
末
か
三
年

初
め
頃
に
や
っ
と
着
工
さ
れ
、
三
年
八
月
廿
八
日
に
天
皇
が
遷
御
し
た
。

　
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
七
月
廿
九
日
ま
た
も
内
裏
は
中
院
と
共
に
焼
失
し
た
が
、

八
月
十
七
日
当
年
は
炎
早
の
た
め
造
営
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
め
、
そ
の
後
暫
く
そ

の

ま
ま
と
な
っ
た
。
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
十
月
三
十
日
に
な
っ
て
、
「
造
伊
勢

太
神
宮
之
間
、
可
有
造
内
裏
哉
可
」
の
議
が
あ
り
、
結
局
造
営
し
な
い
こ
と
と
な
っ

た
ら
し
い
。
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
十
二
月
廿
日
造
営
が
定
め
ら
れ
、
同
二
年
一

月
廿
四
日
に
事
始
、
四
月
十
日
に
棟
上
が
行
わ
れ
た
。
十
月
三
十
日
遷
御
の
日
時
を

明
年
二
月
と
定
め
た
が
、
女
御
懐
妊
に
よ
っ
て
工
事
が
暫
く
中
止
さ
れ
、
康
和
元
年

（
一
〇
九
九
）
四
月
十
九
日
工
事
が
再
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
二
年
六
月
十
九
日

に
事
始
以
来
工
事
中
断
を
含
め
て
二
年
五
カ
月
経
っ
て
天
皇
が
遷
御
し
た
。

③
工
匠
の
儀
式

　
以
上
み
て

き
た
よ
う
に
、
古
代
に
お
け
る
寺
院
や
平
安
宮
大
極
殿
・
内
裏
の
造
営

工
事
で
は
、
行
事
所
始
・
事
始
・
木
作
始
（
新
始
）
・
地
鎮
・
築
壇
始
・
居
礎
始
・

立

柱
・
上
棟
・
心
柱
立
・
仏
舎
利
納
・
破
風
立
・
葺
始
・
露
盤
上
・
仏
渡
・
額
始
・

供
養
な
ど
の
事
項
が
工
程
に
合
わ
せ
て
現
わ
れ
、
こ
れ
ら
が
工
事
の
節
目
で
あ
り
何

ら
か
の
儀
式
を
伴
う
場
合
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
事
始
は
事
務
所

開
き
と
も
い
う
べ
き
行
事
所
始
と
木
作
始
と
を
指
す
場
合
が
あ
る
ら
し
い
。
地
鎮
は
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基
礎
工
事
を
始
め
る
前
に
地
の
神
を
鎮
め
る
も
の
で
あ
り
、
仏
舎
利
納
は
塔
の
場
合

に

仏
舎
利
を
心
礎
な
ど
に
納
め
る
儀
式
で
あ
る
。
仏
渡
は
仏
堂
な
ど
で
仏
像
を
安
置

す
る
こ
と
、
額
始
は
各
建
物
に
題
額
を
掛
け
る
こ
と
で
主
と
し
て
大
極
殿
・
内
裏
の

場
合
に
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
竣
工
直
前
に
行
わ
れ
て
い
る
。
供
養
は
竣
工
を
祝
う
落

慶
供
養
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
事
所
始
・
地
鎮
・
仏
舎
利
納
・
仏
渡
・
額
始
・

供
養
は
主
と
し
て
施
主
側
の
行
事
又
は
儀
式
と
い
え
、
工
事
の
進
捗
に
直
接
係
わ
る

事
項
は
材
木
の
加
工
に
着
手
す
る
木
作
始
、
基
壇
を
築
き
始
め
る
築
壇
始
、
礎
石
の

据
付
を
始
め
る
居
礎
始
、
軸
組
の
組
立
を
始
め
る
時
の
立
柱
・
上
棟
・
心
柱
立
、
軸

組
の
組
立
が
終
っ
て
破
風
を
取
り
付
け
る
破
風
立
、
野
地
を
作
っ
て
屋
根
を
葺
き
始

め

る
葺
始
、
塔
の
場
合
に
屋
根
を
葺
き
終
っ
て
相
輪
を
上
げ
る
露
盤
上
で
あ
る
。
そ

の
中
で
も
、
実
際
上
の
着
工
式
と
な
る
木
作
始
、
軸
組
材
の
木
作
が
終
っ
て
柱
を
立

て

る
立
柱
、
棟
木
を
上
げ
る
上
棟
、
そ
れ
に
塔
の
心
柱
を
立
て
る
心
柱
立
は
工
匠
達

に

と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
り
、
工
事
の
安
全
と
成
功
を
祈
っ
て
儀
式
を
行
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
中
・
近
世
に
は
木
作
始
（
新
始
）
・
立
柱
・
上
棟
は
番
匠
が
行
う
最
も

重
要
な
儀
式
と
さ
れ
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
に
著
さ
れ
た
現
存
最
古
の
木
割
書

　
　
（
8
）

「
三

代
巻
」
に
も
記
述
が
あ
り
、
江
戸
時
代
の
技
術
伝
書
に
は
三
規
式
と
し
て
詳
細

　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
説
か
れ
て
い
る
。

　
以

下
、
木
作
始
・
立
柱
・
上
棟
及
び
心
柱
立
に
つ
い
て
儀
式
の
内
容
が
知
ら
れ
る

例
を
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　

1
　
木
作
始

　
奈
良
時
代
以
前
で
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
法
興
寺
・
山
田
寺
と
も
木
作
始
は
出
て
こ

な
い
し
、
ほ
か
で
も
木
作
始
の
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
儀
式
が
行
わ
れ
た
の

か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
の

正
倉
院
宝
物
に
含
ま
れ
る
銀
平
脱
龍
船
墨
壼
は
、
前
部
に
龍
頭
を
作
り
全
体
に
黒
漆

を
塗
っ
て
銀
平
脱
の
手
法
に
よ
り
装
飾
文
様
を
描
い
た
豪
華
な
も
の
で
あ
り
、
実
用

で
は

な
く
儀
式
用
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
墨
壷
を
使
っ
て
奈
良
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

代

に
も
木
作
始
な
ど
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
木
作
始
で
は
な
い
が
、
山
田
寺
で
い
う
「
始
平
地
」
は
寺
地
造
成
又
は
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

壇
始
に

あ
た
る
と
思
わ
れ
、
正
倉
院
文
書
の
中
の
「
造
金
堂
所
解
案
」
に
「
六
百
七

十
文
堂
地
築
平
楽
人
等
中
頓
給
料
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
地
鎮
に
類

す
る
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
、
木
作
始
の
内
容
を
具
体
的
に
示
す
記
録
は
あ
ま
り
見
当

た
ら
な
い
。
平
安
宮
八
省
院
応
天
門
の
造
営
に
関
し
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
年
（
八

六

八
）
二
月
十
三
日
の
条
に
、
「
始
造
応
天
門
、
大
祓
於
会
昌
門
前
、
乃
下
斤
斧
焉
」

と
あ
っ
て
こ
れ
が
新
始
（
木
作
始
）
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と

に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

　
春

日
社
西
塔
の
造
営
で
は
、
天
永
三
年
（
二
一
二
）
八
月
七
日
に
木
作
始
・
壇

築
始
・
礎
居
始
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
時
の
様
子
を
『
中
右
記
』
は
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。
「
木
作
始
、
壇
築
始
、
礎
居
始
皆
申
剋
也
、
（
中
略
）
、
大
工
重
恒
著
衣

冠
作
始
、
末
工
廿
人
同
作
始
了
、
次
取
浄
所
之
土
令
運
置
御
塔
所
、
踪
領
酬
胱
撤
や

綱
縫
瀧　
先
僧
正
進
寄
築
始
、
禦
舶
ぴ
令
（
中
略
）
、
次
可
居
始
礎
一
穎
、
以
惟
信
朝
臣

被
仰
下
、
大
工
重
恒
引
率
人
夫
百
人
許
居
始
、
舶
躰
班
蜘
瀧
嗣
ポ
雄
礁
澱
鈴
縫
碓
雌
」
。
す

な
わ
ち
、
大
工
が
衣
冠
を
着
け
て
木
作
始
を
行
っ
て
か
ら
末
工
二
〇
人
が
木
作
始
を

行
っ
て
終
り
、
次
に
土
を
運
び
込
ん
で
僧
正
が
白
木
（
の
鍬
か
）
で
築
始
を
行
い
、

次
々
と
中
納
言
は
じ
め
施
主
側
の
関
係
者
が
築
始
を
行
っ
て
終
り
、
次
に
大
工
が
人

夫
百
人
許
り
を
引
率
し
て
礎
居
始
を
行
っ
た
が
、
礎
石
は
奈
良
旧
寺
跡
の
石
で
あ
っ

た
と
い
う
。
そ
の
あ
と
工
匠
達
に
禄
が
給
さ
れ
、
饗
さ
れ
た
。
木
作
始
の
詳
し
い
内

容
は
分
か
ら
な
い
が
、
大
工
や
少
数
の
小
工
だ
け
で
な
く
二
〇
人
も
の
木
工
が
行
っ

て

い

る
点
が
後
世
と
は
異
な
る
。
壇
築
始
は
現
在
の
鍬
入
式
に
似
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
礎
居
始
は
人
夫
約
一
〇
〇
人
を
動
員
し
て
一
個
の
礎
石
を
据
え
て
い
る
の
で
、

お
そ
ら
く
大
き
な
心
礎
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
木
作
始
は
壇
築
始
・
礎
居
始
よ
り

前
に
行
わ
れ
る
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
春
日
社
で
は
こ
の
塔
の
南
大
門
の
場
合

も
同
じ
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
長
承
三
年
（
二
三
四
）
八
月
廿
一
日
に
行
わ
れ
た
鳥
羽
殿
経
蔵
の
事
始
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に
つ
い
て
、
『
長
秋
記
』
は
「
伍
召
修
理
所
工
安
季
、
仰
可
始
木
造
之
由
、
家
成
安

季
着
布
衣
、
取
銭
始
之
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
行
事
の
家
成
と
大
工
の
安
季
が
布
衣

を
着
け
戊
（
ま
さ
か
り
）
を
取
っ
て
木
作
始
を
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、

林
を
隔
て
て
い
た
た
め
と
雨
が
妨
げ
に
な
っ
て
よ
く
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
ほ
か
、
儀
式
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
第
二
次
大
極
殿
に
お
け
る
元
慶
元

年
（
八
七
七
）
四
月
九
日
の
「
始
構
造
大
極
殿
」
で
は
「
行
事
大
夫
已
下
飛
騨
工
已

上
、
木
工
助
以
下
及
大
少
工
」
が
饗
を
受
け
て
い
る
し
、
『
平
安
遺
文
』
所
収
の
久

安
五
年
（
二
四
九
）
七
月
九
日
「
紀
伊
国
金
剛
峯
寺
大
塔
事
始
日
記
」
に
は
大
工
・

引
頭
二
人
・
列
八
人
な
ど
工
匠
へ
の
禄
物
が
記
さ
れ
て
い
て
、
何
ら
か
の
儀
式
が
行

わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

2
　
立
柱
・
上
棟

　
立

柱
・
上
棟
に
つ
い
て
も
、
奈
良
時
代
以
前
で
は
明
ら
か
に
す
る
記
録
は
見
当
た

ら
な
い
が
、
前
出
の
「
造
金
堂
所
解
案
」
に
堂
地
築
平
給
料
に
続
い
て
「
二
貫
文
堂

棟
梁
與
散
料
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
棟
上
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
安
時
代
も
後
期
に
な
る
と
、
儀
式
内
容
が
知
ら
れ
る
記
録
も
い
く
つ
か
み
ら
れ

る
。
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
十
月
廿
七
日
に
行
わ
れ
た
法
成
寺
阿
弥
陀
堂
・
薬
師

堂
・
五
大
堂
の
上
棟
立
柱
に
つ
い
て
『
定
家
朝
臣
記
』
は
「
法
成
寺
上
棟
立
柱
配
勤
靹
蹴

雌
妹
鞠
（中
略
）
打
鼓
疏
蹴
欄
雄
次
又
打
上
棟
鼓
了
召
大
工
已
下
下
給
禄
有
差
」
と
ご

く
簡
略
に
記
し
て
い
る
が
、
立
柱
と
上
棟
が
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
十
月
十
日
に
行
わ
れ
た
第
三
次
大
極
殿
の
立
柱
・
上
棟

に
つ
い
て
は
『
師
記
』
に
も
う
少
し
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
打

鼓
硫
雌
糠
頗
蘇
惨
雄
立
柱
新
ぱ
麟
破
掴
司
次
給
饗
僕
於
工
匠
等
献
紅
三
人
次
巳
刻
上
棟
散
柾
輪

耕
離
蝋
瑛
次
打
鼓
斑
捌
参
会
次
召
大
工
井
長
三
四
人
給
行
事
所
禄
映
離
㎜
段
駄
紅
鯛
三
次
国

司
給
禄
於
壇
下
給
之
駄
紅
綴
諌
工
襲
被
長
等
給
馬
給
舟
余
疋
之
間
」
と
あ
っ
て
、
鼓
を

打
っ
て
立
柱
が
行
わ
れ
（
行
事
・
弁
史
・
国
司
達
も
加
わ
る
）
、
饗
僕
が
工
匠
達
に

給
さ
れ
、
次
い
で
上
棟
が
行
わ
れ
（
大
工
が
幣
を
持
ち
弁
史
が
瓶
を
供
え
て
共
に
屋

上

へ
行
く
）
、
鼓
を
打
ち
、
大
工
と
長
に
行
事
所
の
禄
（
絹
）
が
給
さ
れ
、
ま
た
国

司
の
禄
（
馬
）
が
給
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
仮
屋
・
装
束
の
体
は
木
作
始
日
の
如

く
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
木
作
始
で
も
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
棟
の
際
に
屋
上
で
幣
を
振
り
瓶
を
供
え
た
と
す
れ
ば
、
後
世
の
上
棟
式
と
あ
ま
り

変
わ

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
立
柱
が
同
じ
日
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
大
規
模
で
構

造
も
複
雑
な
大
極
殿
で
は
実
際
に
棟
木
を
上
げ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
ず
、
お
そ
ら

く
高
い
所
に
足
代
が
組
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
五
月
廿
八
日
の
陰
陽
寮
に
よ
る
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
の
雑

事
日
時
定
で
は
、
木
作
始
・
築
壇
・
居
礎
・
竪
柱
上
梁
棟
を
定
め
て
い
て
、
築
壇
と

居
礎

は
六
月
廿
八
日
、
立
柱
と
上
梁
棟
は
七
月
十
一
日
と
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
日
に
時
刻

を
違
え
て
行
う
と
し
、
立
柱
は
先
ず
東
、
次
い
で
西
、
北
、
南
の
順
に
行
う
と
し
て

い
る
。

　
永
久
五
年
（
一
＝
七
）
一
月
廿
四
日
に
行
わ
れ
た
法
成
寺
南
大
門
再
建
時
の
立

柱
上
棟

に
つ
い
て
も
『
殿
暦
』
の
記
事
は
簡
略
で
、
左
近
将
監
行
高
が
鼓
を
打
っ
て

立
柱
が
行
わ
れ
、
又
鼓
を
打
っ
て
上
棟
が
行
わ
れ
、
の
ち
大
工
達
に
禄
が
給
さ
れ
た

と
い
う
。

　
勝
光
明
院
の
造
営
に
つ
い
て
は
『
長
秋
記
』
に
工
事
の
経
過
が
か
な
り
詳
し
く
記

録

さ
れ
て
い
て
、
長
承
三
年
（
一
二
二
四
）
四
月
十
九
日
に
行
わ
れ
た
立
柱
・
上
棟

の

儀
式
内
容
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
当
日
は
巳
刻
に
居
礎
が
行
わ
れ
、
そ
の
あ
と

午
刻
に
立
柱
上
棟
が
行
わ
れ
た
が
、
居
礎
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
現
場

の

様
子
は
「
御
堂
廻
廊
二
楼
御
皆
結
麻
柱
、
御
堂
中
央
間
、
自
池
上
至
棟
木
、
以
長

木
指
堵
柱
、
敷
板
構
登
階
」
と
あ
っ
て
、
中
堂
と
左
右
の
翼
廊
に
足
代
を
設
け
、
中

堂
の
中
央
に
前
面
の
池
か
ら
棟
木
へ
桟
橋
を
架
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
棟
木
は
仮
置

き
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
午
刻
に
な
る
と
、
立
柱
等
の
B
時
を
定
め
た
勘
文
を
取

出
し
て
国
司
が
開
き
、
大
工
季
貞
に
立
柱
の
次
第
を
伝
え
た
。
立
柱
次
第
は
勘
文
に

「先

北
、
次
南
、
次
西
、
次
東
」
と
あ
る
だ
け
で
儀
式
の
状
況
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い

が
、
東
向
き
の
中
堂
の
北
側
面
・
南
側
面
・
西
背
面
・
東
正
面
の
順
に
側
柱
が
立

て

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
に
右
近
将
監
が
大
鼓
を
打
っ
て
四
声
を
あ
げ
、
乱
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声
が
発
せ
ら
れ
、
此
間
に
上
棟
が
行
わ
れ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
大
工
取
幣
、

小
工
折
敷
、
居
土
器
入
米
、
持
棒
相
従
、
昇
自
階
、
依
雨
不
至
棟
際
、
次
小
工
以
件

幣
結
付
中
央
棟
木
、
吉
秀
折
敷
、
件
木
応
鼓
声
先
渡
畢
、
次
以
弓
矢
結
付
、
南
北
妻

畢
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
工
が
幣
を
取
り
、
小
工
が
折
敷
い
て
土
器
に
米
を
入

れ
、
捧
げ
持
っ
て
桟
橋
を
上
り
（
雨
の
た
め
棟
際
ま
で
は
行
か
な
い
）
、
次
に
小
工

が
幣
を
棟
木
中
央
に
結
び
付
け
、
吉
秀
が
折
敷
い
て
お
り
、
棟
木
を
鼓
声
に
応
じ
て

渡

し
終
え
、
次
に
弓
矢
を
棟
木
の
南
北
両
端
に
結
び
付
け
て
終
っ
た
。
そ
の
あ
と
工

匠
達
に
禄
物
が
給
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
大
工
季
貞
別
禄
二
百
疋
二
結
、
被
物
三
重
、

装

束
一
袋
、
馬
二
疋
、
一
疋
置
鞍
、
次
檜
皮
工
鞍
馬
被
物
、
壁
工
同
、
石
作
僧
一
被

物
、
自
余
工
等
馬
被
物
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
棟
に
幣
・
弓
矢
を
結
び
付
け

る
な
ど
中
゜
近
世
の
上
棟
と
同
じ
よ
う
な
ご
ど
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
華

　
久
安
三
年
（
二
四
七
）
十
月
十
日
に
行
わ
れ
た
延
勝
寺
の
竪
柱
上
棟
に
つ
い
て

は
、
八
月
廿
八
日
の
日
時
定
で
「
竪
柱
時
辰
二
点
、
立
柱
次
第
先
西
、
次
東
、
次
南
、

次
北
、
上
棟
時
午
」
と
し
て
お
り
、
立
柱
上
棟
当
日
の
詳
し
い
記
述
は
な
い
も
の
の

予
定
ど
お
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の

例
で
は
い
ず
れ
も
立
柱
と
上
棟
が
同
じ
日
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

儀
式

と
し
て
形
式
的
に
行
っ
た
も
の
で
、
実
際
の
工
程
と
し
て
は
立
柱
と
上
棟
を
半

日
や
一
日
で
と
て
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
寺
院
建
築
で
は
柱
を
立
て
て
頭
貫
で

つ
な
ぎ
、
組
物
を
置
い
て
架
構
を
組
み
、
そ
の
上
に
桁
や
棟
木
を
上
げ
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
、
大
極
殿
も
同
様
で
あ
る
。
表
1
・
2
に
よ
る
と
、
こ
の
ほ
か
に
も
立
柱

上
棟
を
同
じ
日
に
行
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
ら
も
儀
式
と
し
て
の
形
式
的
な

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
法
成
寺
金
堂
の
場
合
は
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
の
六
月
廿
七
日
に
立

柱
、
同
年
七
月
十
五
日
に
上
棟
を
行
っ
て
お
り
、
実
際
の
工
程
に
合
っ
た
も
の
か
と

思
わ

れ

る
が
、
儀
式
の
内
容
に
関
す
る
記
載
が
な
い
の
で
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、

上
棟
の
記
録
だ
け
が
あ
っ
て
立
柱
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
も
多
い
が
、
そ
れ
ら
は
立

柱
が

別
の
日
に
行
わ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
同
じ
日
に
立
柱
も
行
わ
れ
た
の
か
、
明

ら
か
に
し
え
な
い
。
た
だ
し
、
承
安
二
年
（
二
七
二
）
二
月
三
日
に
行
わ
れ
た
最

勝
光
院
御
堂
の
上
棟
に
つ
い
て
は
『
玉
葉
』
に
「
次
打
鼓
、
次
上
棟
大
工
束
帯
自
取

庇
柱
昇
屋
上
販
降
了
、
次
又
打
鼓
、
末
之
屋
同
上
棟
了
」
と
あ
っ
て
立
柱
の
記
載
は

な
い
。
大
工
が
庇
柱
に
取
り
付
い
て
屋
上
に
昇
る
と
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
解
釈
す

れ
ば
柱
・
架
構
は
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
立
柱
次
第
に
つ
い
て
は
、
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
が
七
月
十
一
日
（
秋
）

で
東
・
西
・
北
・
南
、
勝
光
明
院
が
四
月
十
九
日
（
夏
）
で
北
・
南
・
西
・
東
、
延

勝
寺
が
十
月
十
日
（
冬
）
で
西
・
東
・
南
・
北
の
順
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
立
柱
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

順
序
を
季
節
に
よ
っ
て
方
位
を
決
め
る
後
世
の
や
り
方
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

　

3
　
塔
の
心
柱
立

　
塔

に
お
い
て
心
柱
は
特
別
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
心
柱
立
が
工
程
上
も
重

要

な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
以
前
に
お
い
て
も
、
乏
し
い
記
録

の

な
か
で
法
興
寺
・
山
田
寺
の
造
営
に
関
し
塔
の
心
柱
立
が
仏
舎
利
奉
安
と
あ
わ
せ

て

出
て
く
る
し
、
ほ
か
に
も
舘
明
六
年
（
六
三
四
）
三
月
十
五
日
「
建
豊
浦
寺
塔
心

柱
」
（
『
扶
桑
略
記
』
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
示
す
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
平
安
時
代
に
な
る
と
、
前
記
の
立
柱
上
棟
と
同
じ
く
儀
式
の
内
容
を
述
べ
た
記
録

が
い
く
つ
か
出
て
く
る
。

　
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
に
再
建
さ
れ
た
東
寺
五
重
塔
に
つ
い
て
、
同
年
八
月
十

八

日
に
行
わ
れ
た
心
柱
立
の
様
子
を
「
東
寺
塔
供
養
記
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。
「
今
日
午
刻
被
上
東
寺
塔
棟
、
（
中
略
）
、
召
左
兵
衛
志
多
助
忠
令
撃
鼓
、
大
工

恒
行
是
永
以
下
率
工
先
立
同
塔
心
柱
、
上
達
部
以
下
並
本
寺
長
者
定
賢
僧
都
以
下
、

人
夫
相
共
引
綱
、
工
等
散
供
如
常
、
又
給
禄
有
差
、
欺
ゴ
髄
臓
経
獅
餅
横
東
一
、
」
。
こ

れ

に
よ
っ
て
、
大
工
が
雑
工
を
率
い
て
心
柱
を
立
て
た
こ
と
、
上
達
部
と
寺
の
長
者

以
下
が

人
夫
と
共
に
綱
を
引
い
た
こ
と
、
こ
れ
を
上
棟
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ

る
。
こ
の
塔
は
ニ
カ
月
後
の
十
月
廿
日
に
供
養
さ
れ
て
い
て
、
同
供
養
記
に
も
「
去

八
月
十
八
日
上
棟
、
六
十
日
内
造
畢
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
心
柱
立
を
一
般
的

な
心
柱
立
（
心
礎
上
に
立
て
る
）
と
す
る
と
、
ニ
カ
月
で
竣
工
す
る
こ
と
は
あ
り
得
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な
い
。
大
規
模
な
五
重
塔
で
あ
る
か
ら
心
柱
を
三
本
継
と
み
て
、
三
本
目
の
心
柱
を

継
ぎ
立
て
た
時
の
こ
と
と
し
て
も
あ
と
ニ
カ
月
で
は
竣
工
に
至
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
理
解
に
苦
し
む
記
録
で
あ
る
。

　

永
久
四
年
（
一
二
六
）
三
月
六
日
に
供
養
さ
れ
た
春
日
社
の
西
塔
に
つ
い
て
は
、

『中
右
記
』
に
工
程
が
分
か
る
記
載
が
あ
っ
て
、
「
永
久
元
年
七
月
十
日
心
柱
立
、
同

二
年
三
月
四
日
心
柱
続
立
、
同
年
七
月
廿
九
日
心
末
柱
続
立
」
と
あ
る
。
儀
式
内
容

ま
で
は
記
し
て
い
な
い
が
、
二
年
七
月
廿
九
日
の
項
に
は
「
続
立
心
末
柱
樵
剖
且
麻

之
後
、
給
饗
禄
於
工
等
、
作
塔
之
法
、
毎
立
心
柱
、
必
給
饗
禄
也
　
已
及
三
ヶ
度
」

と
あ
っ
て
、
三
度
の
心
柱
立
ご
と
に
工
匠
達
に
饗
応
が
あ
り
禄
物
が
給
さ
れ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
心
柱
立
が
三
度
行
わ
れ
た
の
は
心
柱
が
三
本
継
で
あ
っ
た
か
ら
で
、

三
本
目
の
末
心
柱
が
続
き
立
て
ら
れ
た
前
日
の
項
に
「
四
重
皆
作
了
、
第
五
重
作
始

也
」
と
あ
っ
て
、
心
柱
が
ど
の
高
さ
で
継
が
れ
た
の
か
、
お
よ
そ
の
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
二
本
目
の
中
心
柱
の
続
立
で
は
「
去
一
日
先
依
吉
日
立
仮
柱
、
今
日
令
立
替

也
」
と
あ
っ
て
、
三
日
前
の
吉
日
に
と
り
あ
え
ず
仮
の
心
柱
を
立
て
て
お
き
、
四
日

当
日
に
取
り
替
え
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
心
柱
・
末
心
柱
に
つ
い
て

は
工
程
に
合
わ
せ
て
心
柱
立
が
行
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
な
お
、
こ
の
塔
は
興
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

寺
五
重
塔
を
模
し
て
造
ら
れ
た
か
ら
、
初
重
柱
間
は
約
廿
九
尺
で
総
高
さ
が
一
五
〇

尺

は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
心
柱
が
三
本
継
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
永
久
五
年
一
月
八
日
に
焼
失
し
て
再
建
さ
れ
た
法
成
寺
の
東
西
両
五
重
塔
は
元
永

元
年
（
一
一
一
八
）
十
月
二
日
に
心
柱
立
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
時
の
様
子
を
『
中

右
記
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
東
西
心
柱
綱
穆
置
繍
（
中
略
）
行
高
打
鐘
、

殿
下
取
綱
、
繭
雌
頼
頃
進
内
府
以
下
随
召
令
曳
綱
給
、
則
立
定
心
柱
、
是
従
本
麻
柱
中

寄
立
礎
傍
例
他
、
則
立
定
了
、
又
令
取
西
塔
綱
給
如
初
、
砒
樋
、
則
立
定
了
、
令
帰

着
握
座
給
、
又
打
大
鼓
乱
声
、
上
両
塔
棟
了
」
。
す
な
わ
ち
、
東
西
両
塔
の
心
柱
に

絹
綱
が
結
ば
れ
て
い
て
、
左
近
将
監
行
高
が
鐘
を
打
つ
と
藤
原
忠
実
が
綱
を
取
り
、

左

中
弁
為
隆
が
綱
を
取
っ
て
進
み
南
面
の
東
へ
上
り
、
忠
通
以
下
が
綱
を
曳
い
て
心

柱
を
立
て
定
め
た
。
心
柱
は
初
め
か
ら
足
代
内
の
心
礎
の
傍
に
寄
せ
て
立
て
て
あ
っ

た
。
東
塔
の
心
柱
を
立
て
終
え
る
と
、
ま
た
西
塔
の
心
柱
の
綱
を
東
塔
と
同
じ
よ
う

に
取
り
、
こ
ん
ど
は
北
面
の
西
上
へ
進
み
、
綱
を
曳
い
て
心
柱
を
立
て
終
え
た
。
忠

実
以
下
が
帳
舎
の
座
に
帰
っ
て
か
ら
、
ま
た
大
鼓
を
打
ち
乱
声
を
発
し
て
、
両
塔
の

棟
上
が
終
っ
た
。
こ
の
あ
と
「
左
中
弁
為
隆
着
行
事
糎
、
給
工
禄
、
献
コ
題
髄
鯖
三
迎
茶
靴

櫛
娠
林
榊
㍊
束
」
と
あ
っ
て
、
例
の
ご
と
く
工
匠
達
に
禄
が
給
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
そ
の
後
、
元
永
二
年
八
月
十
六
日
に
は
「
御
塔
心
柱
続
立
、
櫛
庄
」
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
あ
と
供
養
ま
で
心
柱
続
立
の
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、
心
柱
が
二
本
継
な
の
か
三

本
継
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
成
寺
や
東
寺
の
五
重
塔
で
は
施
主
側
の
関
係
者
が
綱
を
曳
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

心
柱
を
立
て
て
お
り
、
こ
の
点
は
後
世
の
棟
上
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
両
者
と
も

心
柱
立

を
上
棟
と
称
し
て
い
る
が
、
法
成
寺
の
場
合
は
前
後
の
工
程
記
録
か
ら
み
て

一
本
目
の
心
柱
立
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
待
賢
門
院
が
再
興
し
た
法
金
剛
院
で
は
長
承
三
年
（
二
三
四
）
八
月
十
三
日
に

三
重
塔
の
心
柱
立
、
経
蔵
・
回
廊
の
棟
上
が
行
わ
れ
た
。
『
長
秋
記
』
に
は
「
今
度

共
造
経
蔵
西
廻
廊
、
塔
経
蔵
皆
結
麻
柱
、
引
度
棟
木
、
御
塔
立
心
借
柱
、
壇
未
堅
、

伍
礎
只
如
在
也
、
（
中
略
）
、
大
工
束
帯
、
取
幣
渡
御
車
前
進
昇
、
階
下
末
工
召
之
昇

上
、
此
間
右
近
将
監
多
近
方
大
鼓
ヲ
押
マ
ロ
ハ
シ
テ
持
株
、
進
御
車
前
、
先
乱
声
、

次
一
両
度
鼓
、
此
間
御
塔
立
心
柱
、
立
張
弓
、
又
御
経
蔵
渡
棟
木
、
四
面
廊
棟
皆
渡

了
、
此
後
召
工
下
給
禄
」
と
あ
っ
て
、
塔
の
心
柱
立
と
経
蔵
・
回
廊
の
上
棟
が
同
時

に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
塔
・
経
蔵
・
回
廊
に
は
い
ず
れ
も
足
代
を
結
え
て
あ

り
、
柱
は
心
借
柱
が
立
て
て
あ
っ
た
。
大
工
は
束
帯
を
付
け
、
幣
を
取
っ
て
末
工
を

召
し
て
足
代
上
に
昇
る
。
先
ず
乱
声
が
発
せ
ら
れ
、
次
に
大
鼓
が
打
た
れ
、
そ
の
間

に
塔
の
心
柱
が
立
て
ら
れ
て
張
弓
が
立
て
ら
れ
、
経
蔵
と
回
廊
の
棟
が
皆
渡
し
終
え

ら
れ
た
。
経
蔵
・
回
廊
は
立
柱
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
上
棟
は
足
代

に
渡
さ
れ
た
形
式
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
塔
の
場
合
も
勝
光
明
院
御
堂

と
同
じ
よ
う
に
弓
が
立
て
ら
れ
た
が
、
棟
木
が
な
い
の
で
ど
こ
に
立
て
ら
れ
た
の
か

は
分
か
ら
な
い
。
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④
工
期
と
工
程

　
お

し
ま
い
に
、
以
上
み
て
き
た
造
営
工
事
の
う
ち
工
期
と
工
程
が
ほ
ぼ
明
ら
か
な

も
の
を
付
図
に
示
し
て
み
た
。

　
寺
院
の
造
営
で
、
途
中
と
く
に
支
障
も
な
く
工
事
が
進
み
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ

た
伽
藍
が
完
成
し
た
と
み
ら
れ
る
例
で
は
、
木
作
始
か
ら
供
養
ま
で
法
勝
寺
・
円
勝

寺
・
延
勝
寺
が
二
年
半
余
り
、
尊
勝
寺
が
ほ
ぼ
二
年
、
勝
光
明
院
も
木
作
始
の
期
日

が

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
二
年
数
カ
月
の
工
期
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
法
勝
寺
で

は
そ
の
後
に
九
重
塔
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
後
期
の
御
願
寺
な
ど
で

は
、
こ
れ
位
が
標
準
的
な
工
期
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
工
期
の
短
い
例
と
し
て
は
、

最
勝
寺
が
木
作
始
か
ら
十
カ
月
で
供
養
さ
れ
た
が
、
塔
が
木
作
始
の
前
に
建
て
ら
れ

て

い

る
の
で
、
そ
の
工
事
中
に
全
体
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。

　
平
安
京
の
大
極
殿
に
つ
い
て
は
、
木
作
始
か
ら
完
成
ま
で
第
一
次
が
二
年
六
カ
月
、

第
二
次
が
三
年
八
カ
月
で
あ
る
が
、
第
一
次
は
事
始
か
ら
木
作
始
ま
で
の
期
間
を
加

え
る
と
三
年
四
カ
月
と
な
り
、
第
三
次
の
場
合
に
近
く
な
る
。
内
裏
に
つ
い
て
は
、

木
作
始
ま
た
は
事
始
か
ら
天
皇
遷
御
ま
で
最
も
短
い
の
が
第
四
次
の
八
カ
月
、
長
い

も
の
が
一
年
四
～
五
カ
月
で
、
一
年
前
後
が
平
均
的
な
工
期
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ

の

よ
う
に
、
建
物
数
の
多
い
内
裏
が
ほ
ぼ
一
年
前
後
の
工
期
で
竣
工
す
る
の
は
、
天

皇

の
住
居
で

あ
る
た
め
に
工
事
を
急
い
だ
こ
と
の
ほ
か
、
建
物
の
構
造
形
式
が
寺
院

や

大
極
殿

に
比
べ
て
簡
略
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
工
事
期
間
の
う
ち
、
木
作
始
か
ら
建
物
の
組
立
に
か
か
る
立
柱
上
棟
ま
で
ど
の
位

か
か
っ

た
の
か
を
み
る
と
、
か
な
り
ま
ち
ま
ち
で
、
寺
院
の
場
合
は
円
勝
寺
一
年
ニ

カ
月
、
延
勝
寺
一
年
三
カ
月
、
尊
勝
寺
一
年
余
り
、
最
勝
寺
が
五
カ
月
で
、
い
ず
れ

も
全
工
程
の
半
ば
少
し
前
に
立
柱
上
棟
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
勝
寺
の
場

合

は
木
作
始
の
わ
ず
か
一
カ
月
後
に
立
柱
上
棟
が
行
わ
れ
て
い
て
、
い
さ
さ
か
早
過

ぎ
る
。
立
柱
上
棟
は
、
軸
組
材
の
木
造
り
が
終
っ
て
実
際
に
軸
組
の
組
立
を
始
め
る

時
に
行
う
の
が
工
程
上
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
陰
陽
道
に
よ
る
吉
凶
の
関
係
そ

の
他
で
形
式
的
に
早
い
時
期
に
行
う
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
伽
藍
造
営

の

場
合
は
金
堂
等
何
棟
か
の
主
要
建
物
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
行
う
の
が
一
般
的
で
あ

ろ
う
が
、
法
勝
寺
の
場
合
は
承
保
二
年
七
月
十
一
日
の
木
作
始
と
八
月
十
三
日
の
立

柱
上
棟
は
金
堂
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
阿
弥
陀
堂
が
一
年
近
く
経
っ
た
翌
年
六
月

十
三
日
に
木
作
始
が
あ
り
、
や
は
り
一
カ
月
後
の
七
月
十
一
日
に
立
柱
上
棟
さ
れ
て

い
る
。

　
大
極
殿
は
第
二
次
と
第
三
次
で
は
工
程
が
大
き
く
違
う
。
第
二
次
で
は
始
構
造
を

木
作
始
、
始
竪
柱
を
立
柱
上
棟
と
み
る
と
そ
の
間
は
丁
度
一
年
と
な
る
が
、
第
三
次

で

は
木
作
始
か
ら
ニ
カ
月
で
立
柱
上
棟
を
行
い
、
そ
の
六
カ
月
後
に
屋
根
を
葺
き
始

め

て

い

て
、
こ
こ
ま
で
は
き
わ
め
て
早
い
工
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
が
竣

工

ま
で
三
年
か
か
っ
て
お
り
、
長
す
ぎ
る
。
立
柱
上
棟
・
葺
始
が
形
式
的
な
儀
式
で

あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
屋
根
葺
に
か
か
っ
て
か
ら
工
事
を
中
断
す
る
よ
う
な
事
態

が
起
こ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
内
裏
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
た
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
が
、
工
期
が
一
年
前
後
の
場
合
で
木
作
始
ま
た
は
事
始
か
ら
立
柱
上
棟
ま
で
ニ
カ

月
か
ら
四
カ
月
と
い
う
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
四
次
で
は
工
期
八

カ
月
の
う
ち
立
柱
上
棟
ま
で
四
カ
月
以
上
、
第
十
四
次
で
は
工
期
一
年
五
カ
月
余
の

う
ち
一
年
余
り
を
要
し
て
い
る
。
反
対
に
、
第
七
次
で
は
工
期
一
年
四
カ
月
の
う
ち

一
カ
月
余
り
、
第
八
次
で
は
工
期
十
カ
月
の
う
ち
一
カ
月
で
遷
御
に
至
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
第
七
次
は
建
物
の
数
を
減
ら
す
か
、
規
模
を
小
さ
く
す
る
か
な
ど
を
議
論

し
て
い
て
、
そ
の
間
に
準
備
が
多
少
進
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次

に
、
個
別
の
建
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
木
作
始
か
ら
供
養
ま
で
最
も
短
い
の
は

無
量
寿
院
阿
弥
陀
堂
と
延
暦
寺
横
川
中
堂
の
八
カ
月
、
醍
醐
寺
薬
師
堂
の
八
カ
月
半

で

あ
る
。
醍
醐
寺
薬
師
堂
は
三
間
四
面
の
中
規
模
の
堂
で
あ
る
が
、
無
量
寿
院
は
十

一
間
堂
、
横
川
中
堂
は
四
面
懸
造
の
孫
庇
付
七
間
堂
で
い
ず
れ
も
大
規
模
な
堂
で
あ

る
か
ら
、
い
か
に
工
期
を
急
い
だ
か
が
分
か
る
。
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無
量
光
院
は
病
気
の
道
長
が
極
楽
往
生
を
願
っ
て
権
力
濫
用
と
も
い
え
る
方
法
で

き
わ
め
て
多
数
の
工
匠
を
集
め
て
工
事
を
急
が
せ
た
も
の
で
あ
り
、
横
川
中
堂
は
延

暦
寺
が
一
山
を
あ
げ
て
再
建
工
事
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
法
成
寺
で
無
量
光
院
に
続
い
て
着
工
さ
れ
た
十
斎
堂
と
三
昧
堂
は
約

九

カ
月
で
竣
工
し
て
お
り
、
こ
れ
も
か
な
り
短
期
間
で
あ
る
。
ま
た
、
永
久
五
年
二

一
一
七
）
に
焼
失
し
た
法
成
寺
の
東
西
両
塔
・
南
大
門
・
惣
社
の
再
建
工
事
で
は
同

時
に
事
始
が
あ
っ
て
か
ら
惣
社
が
六
カ
月
、
南
大
門
が
十
カ
月
余
り
で
竣
工
し
た
。

白
川
泉
殿
（
蓮
華
蔵
院
）
の
新
阿
弥
陀
堂
は
壇
築
始
か
ら
供
養
ま
で
入
カ
月
で
あ
る

か

ら
、
木
作
始
が
壇
築
始
の
前
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
全
体
で
十
カ
月
前
後
で
あ
ろ

う
。
白
川
阿
弥
陀
堂
内
の
九
体
阿
弥
陀
堂
と
三
重
塔
は
同
時
に
木
作
始
が
あ
っ
て
か

ら
約
十
一
カ
月
後
に
前
後
し
て
供
養
さ
れ
て
い
る
が
、
三
重
塔
の
工
期
が
十
一
カ
月

と
い
う
の
は
最
も
短
い
例
と
思
わ
れ
、
本
当
に
こ
れ
だ
け
の
工
期
で
竣
工
し
た
の
か

疑
問
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
立
柱
上
棟
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
木
作
始
か
ら
無
量
寿
院
が
六
カ
月
、
横
川
中
堂

は
一
カ
月
弱
、
醍
醐
寺
薬
師
堂
が
三
カ
月
弱
、
白
川
泉
殿
の
新
阿
弥
陀
堂
は
壇
築
始

か

ら
四
カ
月
、
白
川
阿
弥
陀
堂
内
九
体
堂
・
三
重
塔
は
約
七
カ
月
と
こ
れ
ま
た
か
な

り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
無
量
光
院
と
白
川
阿
弥
陀
堂
内
九
体
堂
・
三
重
塔
は
全
工
期

の
七

割
前
後
を
経
過
し
た
時
点
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
工
程
上
の
上
棟
と
み
て
よ
か

ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以

上
、
古
代
の
造
営
工
事
に
お
け
る
工
程
・
工
期
、
工
匠
の
儀
式
に
つ
い
て
文
献

史
料

に
よ
る
事
例
を
み
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
内
容
が
詳
し
く
分
か
る
例
は
少
な
く
、

と
く
に
奈
良
時
代
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
要
点
を
あ

げ
て
お
く
。

1
　
儀
式
と
し
て
は
、
古
代
で
も
木
作
始
・
立
柱
・
上
棟
と
塔
の
場
合
の
心
柱
立
が

　
重
要
視
さ
れ
た
。
立
柱
と
上
棟
は
、
実
際
の
工
程
に
は
関
わ
り
な
く
同
じ
日
に
行

　
わ

れ
た
例
が
多
い
。

2
　
儀
式
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
木
作
始
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
が
、
立
柱
で
は

　
立
て

る
順
序
が
季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
、
上
棟
で
は
棟
に
幣
や
弓
矢
が
飾
ら

　
れ

る
こ
と
、
心
柱
立
で
は
綱
を
付
け
て
施
主
達
も
引
く
こ
と
な
ど
、
中
世
・
近
世

　
と
同
じ
よ
う
な
行
事
の
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
。

3
　
工
期
に
つ
い
て
は
、
御
願
寺
等
で
は
伽
藍
中
枢
部
を
建
て
る
の
に
二
年
か
ら
二

　
年
半
位
が
標
準
的
な
工
期
、
平
安
宮
の
内
裏
で
は
一
年
前
後
が
平
均
的
な
工
期
で

　
あ
っ
た
ら
し
い
。

4
　
工
期
の
中
で
立
柱
・
上
棟
が
行
わ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
か
な
り
ま
ち
ま
ち
で
、

　
や

は
り
立
柱
・
上
棟
が
実
際
の
工
程
と
は
別
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が

　
え
る
。

註（
1
）
　
「
法
成
寺
金
堂
供
養
記
」
に
は
「
元
年
六
月
廿
七
日
辛
未
卯
刻
、
両
堂
竪
柱
上
棟
」
と
あ
る

　
　
が
、
日
記
で
あ
る
『
左
経
記
』
の
方
を
と
る
。

（
2
）
　
立
柱
に
つ
い
て
『
小
右
記
目
録
』
で
は
塔
・
丈
六
堂
（
釈
迦
堂
）
・
十
斎
堂
と
し
て
い
る
が
、

　
　
十
斎
堂
は
寛
仁
四
年
に
す
で
に
供
養
さ
れ
て
お
り
、
十
三
間
堂
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
　
長
元
二
年
七
月
廿
日
の
心
柱
立
は
前
後
の
工
程
記
録
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
三
本
継
の
心
柱

　
　
（
五
重
塔
の
心
柱
は
三
本
継
と
す
る
例
が
多
い
）
の
三
本
目
の
続
立
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
『
少
右
記
目
録
』
に
よ
る
と
、
こ
の
心
柱
は
入
月
八
日
に
顛
倒
し
て
お
り
、
そ
の
あ
と
供
養
ま

　
　
で
一
年
ニ
カ
月
余
し
か
な
い
。

（
4
）
　
六
勝
寺
の
位
置
等
に
つ
い
て
は
、
福
山
敏
男
「
六
勝
寺
の
位
置
」
（
『
日
本
建
築
史
研
究
』
所

　

収
）
参
照
。

（
5
）
　
高
さ
に
つ
い
て
は
「
院
家
雑
々
跡
文
」
（
暦
応
三
年
二
月
、
『
大
日
本
史
料
』
所
収
）
に
廿
七

　
丈
と
あ
る
。

（
6
）
　
勝
光
明
院
の
造
営
過
程
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
次
「
鳥
羽
勝
光
明
院
に
つ
い
て
」
（
「
建
築
史
」

　
六
ー
一
・
二
・
三
）
に
詳
し
い
。

（
7
）
　
以
後
の
焼
亡
回
数
か
ら
推
察
す
る
と
、
一
六
七
年
間
一
度
も
内
裏
が
焼
亡
し
な
か
っ
た
と
は

　
考
え
難
い
。
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
。

（
8
）
　
原
本
は
現
存
し
な
い
が
、
法
隆
寺
大
工
平
政
隆
が
天
和
三
年
（
＝
ハ
八
三
）
に
著
し
た
木
割
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書
『
愚
子
見
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
例
え
ば
、
加
賀
藩
御
大
工
山
上
家
の
伝
書
「
三
規
式
書
」
二
巻
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
国
立

　
　
歴
史
民
族
博
物
館
企
画
展
示
図
録
『
失
わ
れ
ゆ
く
番
匠
の
道
具
と
儀
式
』
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
1
0
）
　
同
前
『
失
わ
れ
ゆ
く
番
匠
の
道
具
と
儀
式
』
参
照
。

（
H
）
　
『
大
日
本
史
料
』
所
収
。
福
山
敏
男
氏
は
こ
れ
を
法
華
寺
金
堂
の
造
営
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
法
華
寺
の
造
営
」
（
『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
所
収
）

（
1
2
）
　
例
え
ば
、
絵
画
資
料
で
は
「
真
如
堂
縁
起
」
（
大
永
四
年
〈
一
五
二
四
〉
）
に
上
棟
式
の
場
面
が

　
　
あ
っ
て
、
棟
に
弓
矢
を
立
て
、
瓶
子
等
を
供
え
、
槌
を
打
っ
て
い
る
。
文
献
史
料
で
は
、
春
日

　
　
大
社
の
「
当
社
御
造
替
日
記
下
巻
」
（
応
永
十
四
年
〈
］
四
〇
七
〉
）
な
ど
に
上
棟
式
の
様
子
が
詳

　
　
述
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
小
百
科
事
典
『
拾
芥
抄
』
や
江
戸
時
代
の
大
工
技
術
書
『
匠
家
故
実

　
　
録
』
（
享
和
三
年
〈
一
八
〇
三
〉
正
月
）
で
は
立
柱
の
順
序
と
し
て
、
春
ー
南
・
北
・
東
・
西
、

　
　
夏
ー
北
・
南
・
西
・
東
、
秋
ー
東
・
西
・
北
・
南
、
冬
ー
西
・
東
・
南
・
北
と
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
『
中
右
記
』
天
永
三
年
六
月
十
七
日
の
項
に
「
次
開
御
塔
廻
見
、
是
以
此
御
寺
塔
可
被
奉
模

　
　
之
故
也
」
と
あ
り
、
興
福
寺
大
工
是
助
等
に
五
重
塔
の
柱
間
寸
法
を
計
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　
　
七
月
一
日
は
大
工
重
恒
を
奈
良
へ
遣
し
、
興
福
寺
五
重
塔
の
寸
法
を
検
注
さ
せ
て
い
る
。

（
1
5
）
　
例
え
ば
、
塔
で
は
な
い
が
棟
木
に
綱
を
付
け
て
引
く
上
棟
の
有
様
は
、
中
世
の
絵
巻
「
長
谷

　
　
寺
縁
起
」
（
南
北
朝
時
代
）
に
描
か
れ
て
い
る
。
『
失
わ
れ
て
ゆ
く
番
匠
の
道
具
と
儀
式
』
参
照
。

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
情
報
資
料
研
究
部
）
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供

法成寺阿弥陀堂
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付図　工期と工程
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Process　and　Rituals　in　the　Architectural　Construction　in　Ancient　Japan

HAMASHIMA，　Masaji

Japanese　architecture　is　characteHzed　by　a　wooden　construction　with　an　axial　structure．　The

building　process　includes　a　cutting　down　of　appropriate　trees　in　fbrests，　lumbering，　manufactur－

ing　of　vaHous　parts（磁z碗搬’），　and　a　construction　of　the　platfOrm　by　laying　stones．　It　is　then　fOl－

lowed　by　setting　up　the　framework　with　columns　and　beams，　roofing　tiles，　attaching　parts，　pav－

ing　walls，　painting，　and　nailing　va亘ous　metal　fittings．

　　　How　were　the　above　processes　carried　out　in　the　ancient　times？How　long　did　it　take　to　com－

plete　them？What　kind　of　rituals　were　held　in　the　course　of　construction？What　were　the　details

of・磁2μ〃％η’一みの転〃2θ，　Hαsカ〃α一故オθand　Mμκθ・㎎θ（rituals　of花〃％〃2i一α％oiθκτJapanese　architects），　in

particular？Did　they　diflbr　in　ancient　times　from　those　of　the　Medieval　period　and　thereafter？To

answer　these　questions，　the　author　discusses　the　construction　of　the　Buddhist　temples　and　the

court　palaces　in　ancient　Japan　based　on　the　archival　records．　The　results　of　the　survey　can　be

summarized　as　fbllows：

1）Regarding　the　construction　term，　it　took　two　to　two　and　half　years　to　build　a　Buddhist　tem－

　　　ple，　whereas　apProximately　one　year　was　required　to　complete　a　palace．

2）The　htuals　during　the　course　of　construction，　such　as　HαsMm一ω花andハ4％ηθ・㎎θ，　were　held

　　　once　on　an　auspicious　day．　These　ceremonies　did　not　necessarily　correspond　to　the　actual

　　　constructlon　processes．

3）The　detaUs　of　Hα∫M抱一∫α∫杉and　M〃〃θ一㎎杉in　the　ancient　times　cannot　be　precisely　recon－

　　　structed．　However，　in　some　case，　they　might　have　beell　similar　to　those　in　the　Medieval　era

　　　and　thereafter．
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